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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

 

回次 第38期 第39期 第40期 第41期 第42期

決算年月 2021年９月 2022年９月 2023年９月 2024年９月 2025年９月

売上高 (千円) ― 3,301,389 2,975,323 ― ―

経常損失(△) (千円) ― △359,295 △709,554 ― ―

親会社株主に帰属する
当期純損失(△)

(千円) ― △493,507 △643,493 ― ―

包括利益 (千円) ― △493,507 △643,493 ― ―

純資産額 (千円) ― 2,297,065 1,653,572 ― ―

総資産額 (千円) ― 3,056,566 2,673,754 ― ―

１株当たり純資産額 (円) ― 211.88 151.90 ― ―

１株当たり当期純損失
(△)

(円) ― △48.12 △59.98 ― ―

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― 74.4 61.0 ― ―

自己資本利益率 (％) ― △21.7 △30.4 ― ―

株価収益率 (倍) ― ― ― ― ―

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― △318,284 39,113 ― ―

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― △984,280 247,384 ― ―

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― 297,713 △91,019 ― ―

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) ― 630,402 825,881 ― ―

従業員数 (名) ― 48 51 ― ―

(外、平均臨時雇用者数) (―) (―) (―) (―) (―)
 

(注) １　第39期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。

２　第39期及び第40期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきましては、潜在株式は存在するものの、１

株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

３　第39期及び第40期の株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失となるため記載しておりませ

ん。

４　従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。なお、第39期及び第40期の臨時従業員

の年間平均雇用人員については、臨時従業員数が従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しており

ます。

５　過年度において不適切な会計処理が行われていたことが判明したため、第39期及び第40期の連結経営指標等

は訂正後の決算数値を記載しております。

６　第41期より連結財務諸表を作成しておりませんので、第41期以降の連結会計年度に係る主要な経営指標等の

推移については記載しておりません。
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(2) 提出会社の経営指標等

 

回次 第38期 第39期 第40期 第41期 第42期

決算年月 2021年９月 2022年９月 2023年９月 2024年９月 2025年９月

売上高 (千円) 2,435,592 3,301,389 2,969,509 1,563,081 866,599

経常損失(△) (千円) △413,445 △319,030 △689,685 △865,765 △447,838

当期純損失(△) (千円) △512,634 △482,882 △659,130 △889,625 △559,333

持分法を適用した
場合の投資損失(△)

(千円) △46,726 ― ― △6,563 ―

資本金 (千円) 2,624,632 2,777,882 2,777,882 2,777,882 3,027,877

発行済株式総数 (株) 10,303,600 10,803,600 10,803,600 10,803,600 13,035,700

純資産額 (千円) 2,460,297 2,307,690 1,648,559 735,537 717,698

総資産額 (千円) 2,765,244 3,064,855 2,667,906 1,569,233 1,392,535

１株当たり純資産額 (円) 240.52 212.87 151.44 68.56 52.56

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― ―

(内１株当たり
中間配当額)  (―) (―) (―) (―) (―)

１株当たり当期純
損失(△)

(円) △56.43 △47.09 △61.43 △82.92 △50.46

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 89.0 74.5 60.9 46.9 48.9

自己資本利益率 (％) △24.6 △19.6 △31.1 △75.4 △79.0

株価収益率 (倍) ― ― ― ― ―

配当性向 (％) ― ― ― ― ―

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △521,091 ― ― △207,224 △447,479

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △19,447 ― ― △25,164 △61,028

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 1,230,659 ― ― △36,850 517,374

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) 1,635,254 ― ― 553,823 562,690

従業員数 (名) 50 48 51 43 42

(外、平均臨時雇用者数) (10) (―) (―) (―) (―)

株主総利回り (％) 189.7 162.8 135.3 42.1 48.9
(比較指標：配当込み
TOPIX)

(％) (127.5) (118.4) (153.7) (179.2) (217.8)

最高株価 (円) 1,787 963 902 645 315

最低株価 (円) 425 510 586 140 156
 

(注) １　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第39期、第40期及び第42期の潜在株式は存在するものの

１株当たり当期純損失であるため、第38期及び第41期は１株当たり当期純損失であり、また潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

２　株価収益率については、当期純損失となるため記載しておりません。

３　従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。なお、第39期、第40期、第41期及び第

42期の臨時従業員の年間平均雇用人員については、臨時従業員数が従業員数の100分の10未満であるため記

載を省略しております。

４　最高・最低株価は、2022年４月３日以前は東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）におけるものであり、

2022年４月４日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。

５　第39期及び第40期は連結財務諸表を作成しているため、第39期及び40期の持分法を適用した場合の投資損

失、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッ

シュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。

６　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第39期の期首から適用してお

り、第39期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま

す。

７　過年度において不適切な会計処理が行われていたことが判明したため、第38期、第39期及び第40期の提出会

社の経営指標等は訂正後の決算数値を記載しております。
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２ 【沿革】

1984年４月 株式会社イメージ アンド メジャーメントを設立　資本金5,000千円

（東京都渋谷区代々木二丁目23番１号）

画像処理関連機器及び電子計測機器の輸入販売開始

1987年３月 本社を東京都新宿区西新宿七丁目18番10号に移転

1989年５月 加国MacDonald,Dettwiler and Associates Ltd.と販売総代理店契約を締結し、衛星画像事業に

進出

1992年７月 医療診断画像処理機器の輸入販売を開始し、医療画像事業に進出

1994年３月 本社を東京都新宿区西新宿七丁目22番35号に移転

1996年11月 米国ボストン近郊に米国現地事務所開設

1997年９月 大阪営業所開設（大阪市淀川区）

1999年４月 大阪営業所移転（大阪市中央区）

2000年７月 商号を株式会社イメージワンに変更

2000年８月 本社を東京都新宿区西新宿二丁目７番１号 新宿第一生命ビル12階に移転

2000年９月 大阪証券取引所 ナスダック・ジャパン市場に株式上場

2001年９月 米国現地事務所閉鎖

2002年11月 名古屋営業所開設（名古屋市中区）

2002年12月 仏国SPOT IMAGE S.A.と合弁会社、東京スポットイマージュ株式会社を設立

2005年８月 人工知能付き映像監視・処理機器の輸入販売を開始し、セキュリティ事業に進出

2006年10月 大阪営業所並びに名古屋営業所を統合し、西日本営業所開設（名古屋市中村区）

2007年７月 「合成開口レーダー画像を用いる地表面変動量計測方法」に関する特許権取得

（応用地質株式会社と共同特許）

2008年９月 「GEOINT（ジオイント）」（衛星画像事業を主とした地理空間情報サービスのシンボル）の商標

登録

2009年３月 株式会社イメージワン ソリューションズを設立

2009年４月 東北営業所開設（仙台市青葉区）

2010年５月 ISO/IEC27001の情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の認証取得

2010年８月 「水流の測定方法及び装置」に関する特許権取得

2010年10月 大阪証券取引所JASDAQ市場、同取引所ヘラクレス市場及び同取引所NEO市場の統合に伴い、同取

引所JASDAQ（スタンダード）へ上場

2011年６月 株式会社イメージワン ソリューションズを吸収合併

 仏国SPOT IMAGE S.A.との合弁事業解消

2012年２月 西日本営業所を分割し名称を名古屋営業所に変更、及び大阪営業所開設（大阪市北区）

2013年７月 大阪証券取引所と東京証券取引所の現物市場統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ（スタンダー

ド）へ上場

2014年６月 本社を東京都新宿区新宿六丁目27番30号 新宿イーストサイドスクエア６階に移転

2014年10月 九州営業所開設（福岡市博多区）

2016年11月 株式会社EPARK社との合弁会社である株式会社イメージワン ゼロット（連結子会社）を設立

2018年５月 株式会社イメージワン ゼロットが株式会社エンパワープレミアムと合併し、関連会社化（存続

会社：株式会社エンパワープレミアム）

2019年３月 再生可能エネルギー分野への取組みとして、太陽光発電の開発事業及び売電事業に参入

2019年４月 クラウド型オーダリング電子カルテ事業に参入

2019年５月 再生医療関連事業に参入

 放射線線量管理システムに関する事業に参入

2019年８月 大阪営業所移転（大阪市淀川区）
 

2019年９月 名古屋営業所移転（名古屋市中区）

2019年11月 再生可能エネルギー分野への取組みとして、風力発電の開発事業及び売電事業に参入
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2020年１月 再生可能エネルギー分野への取組みとして、地熱発電及び水素事業に参入

2020年６月 「医薬品販売業許可」を取得し、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策関連事業に参入

2021年７月 慶應義塾大学理工学部及び創イノベーション株式会社との三社間で共同研究契約を締結し、

「ハイドレート生成原理を利用した水同位体分離の研究」を開始

2021年７月 九州営業所移転（福岡市博多区）

2021年10月 創イノベーション株式会社へ追加出資により持分法適用の関連会社化

2021年11月 ESG分野への取り組みとして再生バッテリーを事業用ポータルバッテリーとしてリユースレンタ

ルする環境配慮型の事業を開始

2022年３月 再生可能エネルギー分野への取組みとして、会津若松みなと風力発電合同会社を設立

2022年４月 東京証券取引所の市場区分の見直しにより東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）から東京証券

取引所スタンダード市場へ移行

 本社を東京都品川区大崎一丁目６番３号 大崎ニューシティ３号館６階に移転

2022年５月 連結子会社株式会社ワン・サイエンス（東京都品川区）設立

2022年６月 北海道営業所開設（札幌市中央区）

2022年８月 国際開発事業部を新設し海外事業展開を開始

 当社が保有する株式会社エンパワープレミアム株式全てを譲渡し関連会社から除外

2023年３月 当社が保有する会津若松みなと風力発電合同会社の全持分を譲渡し関連会社から除外

2023年３月 北海道営業所閉鎖（札幌市中央区）

2023年５月 名古屋営業所移転（名古屋市中区）

2023年６月 東北営業所閉鎖（仙台市青葉区）

2024年８月 連結子会社株式会社ワン・サイエンスを清算

2024年10月 医療経営管理システム「ONE Viewer」の開発および販売開始。同時に支払代行サービス「ONE

Payment」のサービス開始
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３ 【事業の内容】

当社及び関連会社１社は、「ヘルスケアソリューション事業」「地球環境ソリューション事業」の２つの事業を

主たる業務としております。なお、以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。

 

ヘルスケアソリューション事業

メディカルシステム分野では、主にPACS（医療画像保管・配信・表示システム）、病院内医療画像のネットワー

クシステム、放射線部門情報システムなどの開発及び販売、遠隔画像診断支援サービスなどを提供、クラウド型

オーダリング電子カルテ及び核医学の線量管理システム販売しております。また、病院内に分散した画像や文書を

ひとつに集めることで、対象のデータを探すことの手間を省く統合viewer、紙文書を電子化することでデータの管

理や二次利用として取り扱う医用文書スキャンシステムなどを販売しております。さらに、医療経営管理システム

「ONE Viewer」、支払代行サービス「ONE Payment」の開発・販売も開始しております。

メディカルサプライ分野では、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策関連としてPCR検査機器、PCR検査キッ

ト、抗原検査キット、検査・検診用のニトリルグローブやマスクなどの消耗品を販売しております。

 

地球環境ソリューション事業

GEOソリューション分野では、建設・土木・測量の現場で活用されるPix4D社製の三次元画像処理ソフトウェア

「PIX4Dmapper」「PIX4Dmatic」、クラウド方式の三次元画像処理サービス「PIX4Dcloud」、スマートフォンやタ

ブレット端末を用いた計測ツール「viDocRTK rover」などを販売しております。

エネルギー分野では、再生可能エネルギー市場の動向に注視しつつ、太陽光発電所等のセカンダリーマーケット

において売買活動を行っております。

原子力関連分野のトリチウム分離技術においては、創イノベーション株式会社（以下、「創イノベーション」）

及び慶應義塾大学理工学部大村研究室と共同で研究を進めている技術を普及させることにより、福島第一原子力発

電所のALPS処理水だけでなく、世界の重水炉等で大量に発生するトリチウムの回収と再利用技術を提案しておりま

す。また、高い耐放射線性能と小型・軽量・省エネの特長を持つマッハコーポレーション株式会社製の耐放射線カ

メラや、一般社団法人新生福島先端技術振興機構（以下、「新生福島先端技術振興機構」）が開発したトリチウム

等の連続計測器などの先端技術を活用した製品も販売しております。
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　（事業系統図）

　以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

 

　

４ 【関係会社の状況】

 

名称 住所
資本金
(千円)

主要な事業
の内容

議決権の所有
（又は被所有）
割合(％)

関係内容

(関連会社)      

創イノベーション(株) 神奈川県横浜市金沢区 47,330

地 球 環 境 ソ

リューション

事業

30.9
共同開発、資金の貸付等を

行っております。
 

(注) 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
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５ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

2025年９月30日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

42 42.8 5.5 6,428
 

 

 

セグメントの名称 従業員数(名)

ヘルスケアソリューション事業 24

地球環境ソリューション事業 7

全社(共通) 11

合計 42
 

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　従業員数欄の（外書）は、臨時従業員数が従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。

３　平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。

４　全社（共通）は、管理部門の従業員であります。

 

(2) 労働組合の状況

労働組合はありませんが、労使関係は安定しております。

 
(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

当社は、「女性の職業性格における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）及び「育児休業、介護休

業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）に規定による公表義務の対象で

はないため、記載を省略しております。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

 
（１）経営の基本方針

当社は、1984年の創立以来、社名に表す「イメージ（画像）」に強いこだわりを持ちながら、各々の時代

において最先端の製品やサービスを社会に提供してまいりましたが、抜本的な経営改革を目指すミッション

として、「人の健康と地球環境」の分野において、IT 医療と再生可能エネルギー及び環境事業を通じ、お

客様の迅速かつ的確な「意思決定」「意志伝達」を支援することで、健康的な長寿社会とクリーンなエネル

ギー社会の創造に貢献してまいります。そして我々は、お客様及び国内外のパートナーにとって当社が目的

を達成するための「存在価値」は何かを常に問い続けてまいります。

当社は、常にパートナーとともに顧客本位の観点から何が最適かを考え、お客様からの多種多様な要望に

対してクオリティの高いサービスを提供し、顧客満足度を最大化すること、そして強固な信頼関係を構築し

てまいります。

当社は、公明正大な事業運営を基本理念とし、胸を張って正しいと思える仕事を全うします。IT医療の発

展及び持続可能な社会の実現のため、DX（デジタルトランスフォーメーション）等によるIT医療の推進及び

地球環境事業の推進を通じて、超高齢化社会における医療業務の効率化とクリーンなエネルギー社会の創造

に貢献してまいります。そして我々は、真心を込めて相手に接し、迅速かつ的確なコミュニケーションを通

じて、組織全体でリスクを未然に防ぎ、すべての出来事を「必要」「必然」「最高」と捉え、一喜一憂せず

に前向きな行動を起こしてまいります。

当社は、株主様をはじめ全てのステークホルダーの皆様のご期待に応えられる企業を目指し、信頼と企業

価値の向上に努めてまいります。

 
（２）経営環境

当社は、健康的な長寿社会とクリーンなエネルギー社会の創造に貢献することを「経営の基本方針」とし

てあげており、「ヘルスケアソリューション事業」「地球環境ソリューション事業」の２つの事業を主たる

業務として推進しております。それぞれの事業における経営環境は、以下のとおりであります。

 
ヘルスケアソリューション事業

政府・総務省が推進する医療ICT政策にて「ネットワーク化による情報の共有・活用」「医療等データの

利活用」が挙げられております。また、医療情報システムの安全管理に関するガイドラインを踏まえた非常

時に備えたサイバーセキュリティ対策の整備医療機関の対象範囲が広がり、医療情報システムのオフライン

体制の確保、「医療情報システムの安全管理に関するガイドラインに基づく業務継続計画（BCP）」に対対

応可能な電子カルテ及び医療情報管理システムの重要性も高まっております。一方、新型コロナウイルス感

染症の改善と感染対策の緩和に伴い、抗原検査キットやPCR検出試薬等の従来商材の受注活動は縮小傾向が

更に進んでいくことが予想されます。

 
地球環境ソリューション事業

GEOソリューション分野では、当社が販売するPix4D社製の三次元画像処理ソフトウェア及びクラウド方式

の三次元画像処理サービス、スマートフォンやタブレット端末を用いた計測ツールの受注が堅調に推移し、

一定の利益も確保できている状況にあります。また、測量・建築業界のみならず、土地家屋調査、文化財発

掘調査といった新たな市場の開拓が進んでいます。

エネルギー分野では、2021年11月時点で、154カ国・1地域が、2050年等の期限を区切ったカーボンニュー

トラルの実現を表明しており、日本国内でも2050年までに温暖化ガスの排出量を全体として実質ゼロにする

政府目標が示されております。こうした環境下において、当社が手掛けるエネルギー分野への重要性は増し

ております。

原子力産業関連分野においては、日本政府は国際原子力機関(以下、「IAEA」)からの提言を受けて、福島

第一原子力発電所で貯蔵されているALPS処理水をこれまで15回にわたって海洋放出しておりますが、廃炉作

業は事故から30～40年の長期にわたる見通しとされております。そのため、当社が提供する原子力関連の最

先端技術を擁する製品群のニーズも引き続き高まってくるものと思われます。
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（３）目標とする経営指標

当社におきましては、売上高と営業利益の継続的な拡大及びROEの向上を目標としております。

 
（４）中長期的な経営戦略

当社を取り巻く環境が刻々と変化していく状況の中、上記ミッションを達成するために、以下の５つを経

営改革の柱として推進してまいります。

① 長期にわたる業績低迷に決別し「攻めの経営」を敢行する

変化し続ける医療分野及び地球環境分野に常にアンテナを張り巡らせ、業績低迷した状況を打破し将

来を考えた経営戦略を策定し構築してまいります。

② 新規事業の創出による収益基盤の早期確立を目指す

新たな関連事業を発掘、創出することで、事業領域拡大に向けた取組みを強化してまいります。

③ M&A・業務提携により外部リソースを積極的に取り込む

関連事業のM＆Aを積極的に活用して、企業経営の拡大を模索してまいります。

④ 既存事業の再構築及び新たな付加価値の創出を図る

時代の変化にアンテナを張り巡らせ、当社の形骸化されつつあるサービスの定期的な見直し、それに

替わる新たなサービスの創出、付加価値向上に向けた取り組みを常に取り組んでまいります。

⑤ 結果にこだわる経営姿勢で定量目標を達成する

新たな取組みに対しては、短期的な経営目標数値を策定し、常に結果にこだわった経営指標を検討し

てまいります。長期的な計画となる取組みに対しては、効率性を重視した経営姿勢を基準とした経営指

標を検討してまいります。

 
（５）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

安定的な収益力の向上

① 新規事業の安定的な収益基盤の構築

当社のヘルスケアソリューション事業では、2024年10月より医療経営管理システム『ONE Viewer』と

支払代行サービス『ONE Payment』の販売を開始しました。『ONE Viewer』は、経営データを一元化

し、レセプト請求ファイルや財務情報の収集・分析を行い、結果の可視化を可能とする医療機関経営者

の迅速かつ的確な意思決定を支援するシステムで、国内初の医療経営のための「セキュアクラウドシス

テム」です。このシステムにより医療機関への導入が見込まれ、当社の安定収益の確保に寄与するもの

と考えております。また、『ONE Payment』は、医療機関を顧客とする卸売企業に対しては売掛債権の

早期回収と未回収リスクのゼロ化が図れ、医療機関に対しては資金の確保を提供する支払代行サービス

となり、医療機関がこのサービスを利用することにより医療機関を顧客とする卸売企業と医療機関の双

方にとって経営の安定化が期待されるとともに当社の収益力向上にも寄与する事業であります。これら

の新規事業を早期に収益基盤とするべく営業活動に取り組んでおります。

また、地球環境ソリューション事業では、当社と販売代理店契約を締結しているマッハコーポレー

ション製の耐放射線カメラをIAEAに対して販売しておりますが、IAEAから耐久テストの合格が得られれ

ば、販売台数を大幅に増大させることが期待されるため準備を進めており、売上拡大に向けて取り組ん

でおります。

一方で当社と独占販売代理店契約を締結している新生福島先端技術振興機構のトリチウム連続計測器

の実証化に向けて、放射線管理や環境保護のニーズに応え持続可能な社会の実現に取り組んでおりま

す。

② 既存事業の収益力の向上

当社の地球環境ソリューション事業のGEOソリューション分野において、幅広い分野のDX化による活

用事例が増加をしていることから、従来の取引先である測量・建築業界のみならず、土地家屋調査士、

文化財発掘調査等の新たな用途を創造し、既存製品のみならず、独創的で新規性のある商品やサービス

事業の新規取り扱いなどを含め、市場の開拓・拡大の推進により、収益力の向上に取り組んでおりま

す。
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③ 不採算事業の選別、事業性の判断

当社の既存事業のうち、将来の事業進捗等を鑑みて、手元資金も考慮した検証と見直しを行ってお

り、現在の経営資源の選択と集中を図るため、収益を生み出すまでの事業に至っていないと判断される

ものについては、撤退や事業売却も視野に入れて検討を進めてまいります。

 
健全な財務基盤の構築

① 積極的な資金調達

当社において保有している在庫商品の販売により一定の資金確保を見込んでいるものの、更なる事業

の発展を実施すべくエクイティファイナンスによる資金調達及びデッドファイナンスにおいても視野に

入れて、幅広い資金調達の準備、対応を進めております。

② 販売費及び一般管理費の見直しによる経費削減

当社は、経営効率の向上を目的として、顧問契約、業務委託契約等の各種契約について必要に応じた

見直しを進めるとともに、経費の効率化に継続して取り組んでまいります。

③ 管理体制の確固たる強化

当社は、当社の元代表取締役と元取締役の２名が在任中に、当社子会社における新規事業参入にあ

たって第三者に不正に金品を供与したと疑われる行為があったこと及びこれに関連する不正な行為を

行った疑いがあることから、正確な事実関係の把握のために外部専門家から構成される第三者委員会を

設置し、調査を実施いたしました。その調査期間中に当社取引先から通知された内容を踏まえ委嘱業務

を追加し、更なる調査を進めました。その追加調査の結果、当社の元代表取締役が在任中に不適切な金

銭授受及び利益相反取引規制を潜脱するような行為や、売上の計上に関する不適切な会計処理等の事実

が判明し、2024年１月31日に過年度の有価証券報告書を訂正しております。

さらに、これらの事案に関連し、2025年３月には証券取引等監視委員会より当社の過年度有価証券報

告書等の記載に係る課徴金納付命令の勧告が行われ、当社はこの内容を真摯に受け止め、金融庁からの

正式な命令に基づき適切に対応するとともに、課徴金相当額を特別損失として計上しております。これ

を契機として、開示体制・会計管理体制の更なる強化を図るとともに、再発防止策を徹底しておりま

す。

このような背景から当社は、コンプライアンスを含めた上場企業としての社会的責任を果たすため、

管理体制の大幅な見直し・強化を推進しております。2024年10月には株式会社東京証券取引所へ改善状

況報告書を提出しており、今後も健全な財務基盤の構築と持続的な企業価値向上に向けて、管理体制の

一層の強化に取り組んでまいります。
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２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社のサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

 
基本方針

当社は、地域に存在するエネルギー資源の普及への投資を通じて地域経済の活性化及び発展に貢献するとともに、

科学技術の飛躍的進歩や社会構造の変化によるヘルスケア産業を取り巻く環境変化に順応し、高品質な医療機器や医

療サービスの安定的な供給を実現させることで、中長期的な安定収益の達成と企業価値の最大化を目指しています。

また、企業の経済活動において環境・社会・ガバナンス（ESG）の各課題に取り組むことが重要であると考え、「サス

テナビリティ基本方針」を策定し、日々の業務において実践しております。

 
環境に対する取り組み：当社は、再生可能エネルギー及びヘルスケア産業が地球環境及び周辺の自然生態系に与え

る正負の影響について認識し、エネルギー設備の運営及び医療機器や医療サービスにおいてのその影響を常に考慮

し、地球環境への貢献及び環境負荷低減のための施策に取り組んでいきます。

 
社会に対する取り組み：当社は、事業活動を通じ、地球環境ソリューション事業及びヘルスケア事業に関わる様々

なステークホルダーに配慮し、求められる社会的責任を果たしていきます。本方針の実践に向けて、それぞれのス

テークホルダーとの間に良好な関係を構築し、積極的に連携・協力していくことに努めます。

 
ガバナンスに対する取り組み：当社は、すべての業務活動において関連する法令・諸規則を遵守し、倫理的な事業

活動を推進します。また、ESGに関連するリスクの適切な管理を実践します。株主やステークホルダーとの信頼関係も

重視し、公平・平等性の確保のために迅速かつ透明性のある情報開示を進め、財務情報のみならずESGに関する非財務

情報に関しても積極的な開示に努めます。

 
詳細はこちらをご覧ください。

https://www.imageone.co.jp/sustainability/

 
ガバナンス

社会課題の顕在化やステークホルダーの価値観の変容を背景に、サステナビリティ経営の重要性が増していま

す。当社においても、持続可能な社会の実現に向けた責任を強く意識し、サステナビリティを事業戦略の中心に据

え、関連するリスクと機会の適切な監視・管理を推進しています。サステナビリティに関する情報に関しては管理

部が収集・分析し、取締役会に報告しています。取締役会は、市場の動向やリスクを踏まえてこれらの情報を基に

現行目標の評価を行い、修正や調整が必要な場合、適切な対策を行うこととしております。

 
リスク管理

当社は、リスク及びコンプライアンスに関する重要事項を審議する「リスク・コンプライアンス委員会」を設置

しており、経営環境や事業の変化に応じたリスクの見直し及び低減策の検討を目的に、月に１回開催しておりま

す。サステナビリティリスクも対象に含まれており、例えば気象・災害リスクや感染症等の影響は、経済・社会に

影響を及ぼし、当社事業にも直接的な影響を及ぼす可能性があるため、「事業等のリスク」の一環として位置づけ

て管理しております。

 
戦略（人的資本について）

当社の人的資本戦略では、性別、国籍、採用形態を問わず、個々の適性や能力に応じた人材活用を最重要視して

います。これに基づき、多様なバックグラウンドを持つ人材の獲得を積極的に推進するとともに、年齢に関係なく

能力と経験を重視した人物本位の人材登用を進めております。また、取締役会の構成についても、多様性を考慮し

たメンバーの選任を通じて、その構成と役割の改善に取り組んでまいります。加えて、社員一人ひとりが能力を最

大限に発揮できる職場環境の整備にも注力しており、能力と経験を持つ多様な人材の採用・登用を進め、育成を強

化することで、一層活躍の機会を拡大する予定です。さらに、個々人が能力を最大限に発揮できるよう、キャリア

アップ推進のための人事及び研修制度も充実させていく方針です。

 
指標及び目標

戦略（人的資本について）において記載した、人材の多様性を尊重した採用及び登用、社内環境整備に関する取
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り組みについて、当社では、採用目標の設定や登用に対する達成度の把握といった具体的な取り組みが行われてい

るものの、当事業年度末現在においては、指標による目標管理を行っていません。これら指標による目標管理は、

今後の課題の特定及び抽出、方針の策定を基に行ってまいります。

 
３ 【事業等のリスク】

当社の事業展開、経営成績、財務状況等に影響を及ぼす可能性のある主なリスクを以下に記載しております。な

お、文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

 
(1) 経営成績の変動について

医療機関向けのシステムを提供するヘルスケアソリューション事業では、医療関連法規や診療報酬改定等の政策

変更で、診療報酬制度の変更により医療機関のIT投資意欲が低下した場合や、新型感染症の流行や景気後退による

医療機関の収益悪化によりIT投資の抑制があった場合、当社の経営成績に影響を与える可能性があります。

国や地方自治体または公共事業に関わる企業が主なお客様である地球環境ソリューション事業では、公共事業予

算の縮小、規制基準の変更等が当社の経営成績に影響を与える可能性があります。

このような事態を回避するため、新商品のアイディア、新商品の開発、販売戦略の検討、新たな市場開発等の販

売拡大の環境づくり等を行うことでリスク分散を図っております。

 
(2) 業界動向及び競合等について

ヘルスケアソリューション事業のうち、メディカルシステム分野は、情報技術の影響を強く受ける分野であるた

め、当社の想定を超える新技術の開発、新方式の採用、新製品の出現、もしくは競合会社の台頭等により、当社取

扱商品の陳腐化や市場価値が低下した場合、当社の医療情報システムの安全管理に関するガイドラインへの対応が

不十分な場合、顧客離れを招き、当社の経営成績に影響を与える可能性があります。

影響の回避または、影響を最小限に抑えるため、新商品のアイディア、新商品の開発、販売戦略の検討、バー

ジョンアップ等を行うことでリスク分散を図っております。

地球環境ソリューション事業のうち、GEOソリューション分野においては、日本国内代理店として三次元画像処

理ソフトウェアや計測機器販売と長年培った独自の知見による補正とコンサルティングサービスを付加し、大型設

備の保守メンテナンス及び各種ソリューションをサービスとして提供しておりますが、類似したサービスを提供す

る競合他社が存在するため、価格競争やサービスレベルの要求等が激化し当社が対応できない場合は、当社の経営

成績に影響を与える可能性があります。

このような事態を回避するため、主要仕入先及び主要販売先との情報共有を強化し、協力体制を構築することに

より、既存商品に限らず、新たな商品とサービスの開発、新たな市場開拓を進めるなどし、競合他社からの脅威回

避に努めております。

 
(3) 製品に関するクレームについて

当社が開発・販売を行うソフトウェア、システム及び商品については、欠陥等の不具合を回避し、早期発見する

ための管理体制をとっております。しかしながら、万が一不具合などの問題を回避できずユーザー等に損害を与え

た場合は、損害賠償請求等の解決にあたり多大な費用と時間を要し、当社の信用や業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。

このような事態を回避するため、顧客からの問合せに対する対応状況や履歴を管理台帳で共有しており、早期に

解決し問題を回避出来るよう努めております。
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(4) 情報管理に関するリスクについて

当社は販売、導入及び保守業務等の事業活動において、お客様の機密情報に触れる機会や、お客様が保有する個

人情報を一時的にお預かりすることがあります。当社は、2010年にISO/IEC27001の情報セキュリティマネジメント

システム（ISMS）の認証を取得し、情報管理体制の維持向上を継続的、組織的に進めております。しかしながら、

サイバー攻撃、不正アクセス、コンピューターウィルスの侵入や従業員の過誤等による重要データの漏洩やコン

ピュータープログラムの不正改ざん、もしくはシステム・ネットワーク障害や自然災害によるサービス提供の中断

等が発生した場合には、損害賠償請求により、当社の信用や事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

このような事態を回避するため、システムの定期的な保守、バックアップシステムの構築、外部からの不正アク

セス防止対策等により、システムへの障害発生・情報漏洩などのリスクを低減し、事業継続性の向上を図っており

ます。なお、万一の場合に備え、サイバー保険を付保しております。

 
(5) 特許権などの知的財産権の侵害について

当社は自社製品及びその技術に関する知的財産権の重要性を認識し、その保護を図る方針です。また、他者の知

的財産権を侵害しないよう十分に注意を払っておりますが、万が一他者の知的財産権を侵害したと認定され、損害

賠償を求められた場合には、法的紛争解決に多大な費用を要する可能性があり、当社の信用や事業及び業績に影響

を及ぼす可能性があります。

このような事態を回避するため、外部専門家の活用など、知的財産権の権利取得または権利侵害の防止に努めて

おります。

 
(6) 調達・物流に関するリスク

当社では、事業活動に必要なコンピューター・サーバー・その他半導体を搭載する機器と医療用サプライ品等を

国内外から調達しております。半導体需要の高まりや感染症の拡大や戦争・紛争の勃発、その他不測の事態の発生

により、それら仕入コスト及び調達に係る配送コストが著しく上昇し、さらには、仕入や配送そのものが不可能と

なって当社製品出荷が停滞・停止することにより、当社の経営成績及び財務状況等に影響を与える可能性がありま

す。

このような事態を回避するため、仕入先の分散化、安定的な調達体制の構築を進めております。

 
（7）取扱製品の使用期限管理について

医療機器や医薬品をはじめとして、当社で取扱う製品の一部には、製造元により使用期限が設定されています。

万が一、当社の人為的要因やトラブルにより使用期限を経過した製品が流通し重大な健康被害が生じた場合には、

医療機器販売業等に係る許認可等の取り消し、当社への信頼低下などにより販売活動へ影響が生じる可能性や、患

者様・医療機関等への補償、使用期限管理体制の改善・強化等のために多額の費用が生じる可能性があり、これに

より当社の販売額や収益に影響を及ぼす可能性があります。

このような事態を回避するため、定期的な実地棚卸の実施その他運用の徹底・検証により使用期限管理体制の改

善・強化に取り組んでおります。

 
（8）訴訟について

当社は、再生 EV バッテリーを事業用ポータルバッテリーとしてリユースレンタルする環境配慮型の事業に関す

る取引において、株式会社ワンダーランド他９社から下記のとおり訴訟を提起されており、訴訟の動向によって

は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

株式会社ワンダーランド

請求の内容：損害賠償請求

請求金額：20,680千円

株式会社プロスパーアセット

請求の内容：動産引渡請求

請求金額：16,220千円

株式会社ケイ・アイ・シー

請求の内容：損害賠償請求

請求金額：49,852千円

株式会社ＷＥＢＬＡ

請求の内容：損害賠償請求

請求金額：294,671千円
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日本粉末薬品株式会社

請求の内容：損害賠償請求

請求金額：53,900千円

城北ヤクルト販売株式会社

請求の内容：損害賠償請求

請求金額：182,704千円

株式会社Y・Aホールディングス

請求の内容：損害賠償請求

請求金額：62,315千円

株式会社ステイワン

請求の内容：不当利益返還請求

請求金額：22,660千円

株式会社中村機材

請求の内容：レンタル料支払請求

請求金額：7,040千円

株式会社Tree Island及び株式会社ＢＷＦt

請求の内容：損害賠償請求

請求金額：25,894千円

当社としては、いずれの訴訟についても相手方の主張及びその根拠を精査した上で当社の責任が否定されるよう

法的正当性を主張・立証していくとともに、当社の取り得る法的な手段等を検討し、対処してまいる所存です。

 
（9）継続企業の前提に関する重要事象等

当社は、2019年９月期以降、継続して営業損失を計上しております。前事業年度には、営業損失844,815千円、当

期純損失889,625千円を計上し、当事業年度においても引き続き営業損失410,383千円、当期純損失559,333千円を計

上する結果となりました。

このような状況により継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象や状況が存在していると認識しておりま

す。当該状況を解消又は改善するべく、当社は、以下の対応策を実行することにより、安定的な収益力の向上及び

健全な財務基盤の構築に取り組んでおります。

１．安定的な収益力の向上

① 新規事業の安定的な収益基盤の構築

当社のヘルスケアソリューション事業では、2024年10月より医療経営管理システム『ONE Viewer』と支払

代行サービス『ONE Payment』の販売を開始しました。『ONE Viewer』は、経営データを一元化し、レセプト

請求ファイルや財務情報の収集・分析を行い、結果の可視化を可能とする医療機関経営者の迅速かつ的確な

意思決定を支援するシステムで、国内初の医療経営のための「セキュアクラウドシステム」です。このシス

テムにより医療機関への導入が見込まれ、当社の安定収益の確保に寄与するものと考えております。また、

『ONE Payment』は、医療機関を顧客とする卸売企業に対しては売掛債権の早期回収と未回収リスクのゼロ化

が図れ、医療機関に対しては資金の確保を提供する支払代行サービスとなり、医療機関がこのサービスを利

用することにより医療機関を顧客とする卸売企業と医療機関の双方にとって経営の安定化が期待されるとと

もに当社の収益力向上にも寄与する事業であります。これらの新規事業を早期に収益基盤とするべく営業活

動に取り組んでおります。

また、地球環境ソリューション事業では、当社と販売代理店契約を締結しているマッハコーポレーション

製の耐放射線カメラをIAEAに対して販売しておりますが、IAEAから耐久テストの合格が得られれば、販売台

数を大幅に増大させることが期待されるため準備を進めており、売上拡大に向けて取り組んでおります。

一方で当社と独占販売代理店契約を締結している新生福島先端技術振興機構のトリチウム連続計測器の実

証化に向けて、放射線管理や環境保護のニーズに応え持続可能な社会の実現に取り組んでおります。
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② 既存事業の収益力の向上

当社の地球環境ソリューション事業のGEOソリューション分野において、幅広い分野のDX化による活用事例

が増加をしていることから、従来の取引先である測量・建築業界のみならず、土地家屋調査士、文化財発掘

調査等の新たな用途を創造し、既存製品のみならず、独創的で新規性のある商品やサービス事業の新規取り

扱いなどを含め、市場の開拓・拡大の推進により、収益力の向上に取り組んでおります。

③ 不採算事業の選別、事業性の判断

当社の既存事業のうち、将来の事業進捗等を鑑みて、手元資金も考慮した検証と見直しを行っており、現

在の経営資源の選択と集中を図るため、収益を生み出すまでの事業に至っていないと判断されるものについ

ては、撤退や事業売却も視野に入れて検討を進めてまいります。

 
２．健全な財務基盤の構築

① 積極的な資金調達

当社において保有している在庫商品の販売により一定の資金確保を見込んでいるものの、更なる事業の発

展を実施すべくエクイティファイナンスによる資金調達及びデッドファイナンスにおいても視野に入れて、

幅広い資金調達の準備、対応を進めております。

② 販売費及び一般管理費の見直しによる経費削減

当社は、経営効率の向上を目的として、顧問契約、業務委託契約等の各種契約について必要に応じた見直

しを進めるとともに、経費の効率化に継続して取り組んでまいります。

③ 管理体制の確固たる強化

当社は、当社の元代表取締役と元取締役の２名が在任中に、当社子会社における新規事業参入にあたって

第三者に不正に金品を供与したと疑われる行為があったこと及びこれに関連する不正な行為を行った疑いが

あることから、正確な事実関係の把握のために外部専門家から構成される第三者委員会を設置し、調査を実

施いたしました。その調査期間中に当社取引先から通知された内容を踏まえ委嘱業務を追加し、更なる調査

を進めました。その追加調査の結果、当社の元代表取締役が在任中に不適切な金銭授受及び利益相反取引規

制を潜脱するような行為や、売上の計上に関する不適切な会計処理等の事実が判明し、2024年１月31日に過

年度の有価証券報告書を訂正しております。

さらに、これらの事案に関連し、2025年３月には証券取引等監視委員会より当社の過年度有価証券報告書

等の記載に係る課徴金納付命令の勧告が行われ、当社はこの内容を真摯に受け止め、金融庁からの正式な命

令に基づき適切に対応するとともに、課徴金相当額を特別損失として計上しております。これを契機とし

て、開示体制・会計管理体制の更なる強化を図るとともに、再発防止策を徹底しております。
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４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

(経営成績等の状況の概要)

当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」）の状況の概要は

次のとおりであります。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当事業年度における我が国経済は、社会活動の正常化が進む中、雇用・所得環境の改善やインバウンド需要の拡

大などで景気は緩やかに回復しております。一方、米中貿易摩擦の再燃や中東・ウクライナ情勢といった地政学的

リスクが高まっており、為替市場では円安が高水準で推移するなど、企業活動への影響が懸念されます。

当社を取り巻く事業環境といたしましては、主要事業であるヘルスケアソリューション事業において、内閣府や

厚生労働省が主導する医療DX推進の取り組みにより、医療分野のデジタル化が加速しています。電子カルテの標準

化や医療情報の共有基盤整備、AIを活用した診療支援などが進展し、医療情報システムは医療の質向上と業務効率

化を支える中核的な存在となっています。一方で、サイバー攻撃の高度化により、医療機関の情報資産を保護する

セキュリティ対策の強化も喫緊の課題です。こうした環境の中で、当社が取り扱う医療情報システムは、安全で効

率的な医療提供を支える基盤として、医療現場におけるデジタル化の進展とともに、その重要性を一層高めていま

す。

地球環境ソリューション事業においては、COP26が終了した2021年11月時点で、154カ国・１地域が、2050年等の

年限を区切ったカーボンニュートラルの実現を表明しており、日本国内でも2050年までに温暖化ガスの排出量を全

体として実質ゼロにする政府目標が示されております。また、2023年11月に開催されたCOP28において、パリ協定

の目標達成に向け、「化石燃料からの脱却」という文言及び「原子力３倍宣言」がCOP史上初めて成果文書に記載

されており、2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて、脱炭素エネルギー源の一つとして原子力エネルギー

が重要な役割を担うという認識も高まっており、2025年２月には、資源エネルギー庁が策定した「第７次エネル

ギー基本計画」においても、原子力の安全性の確保を大前提に、必要な規模を持続的に活用していくことが示され

ております。こうした環境下において、当社が手掛けるエネルギー分野への重要性は増しており、当社では、地域

及び地球に優しい持続可能な環境配慮型事業創出に注力しております。原子力産業関連分野においては、IAEAから

の提言を受けて福島第一原子力発電所で貯蔵されているALPS処理水をこれまで15回にわたって海洋放出しておりま

すが、廃炉作業は事故から30～40年の長期にわたる見通しとされております。そのため、当社も創イノベーション

及び慶應義塾大学理工学部大村研究室と共同で研究しておりますトリチウム分離除去技術を、関係団体とともに実

用化に向けて引き続き進めてまいります。ESG分野においては、2024年１月16日付「（開示事項の経過）第三者委

員会の調査報告書公表に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、第三者委員会から受領した調査報告書に

おいて、再生EVバッテリーを事業用ポータルバッテリーとしてリユースレンタルする環境配慮型の事業に関する取

引（以下、「本蓄電池取引」）の実在性に関する指摘を踏まえ、本蓄電池取引を行わない方針のもと各社との契約

の見直しを行っており、一部の顧客との間で締結した契約について解除を進めております。GEOソリューション分

野におきましては、測量・建築業界のDX化の進展を背景として、三次元画像処理ソフトウェア、クラウド方式の三

次元画像処理サービスの需要は引き続き堅調に推移しております。

当事業年度における当社の業績は、売上高866,599千円（前年同期比44.6％減）、営業損失410,383千円（前年同

期は844,815千円の損失）、経常損失447,838千円（前年同期は865,765千円の損失）、当期純損失559,333千円（前

年同期は889,625千円の損失）となりました。

 

セグメント別の概況は以下のとおりです。

 
ヘルスケアソリューション事業

ヘルスケアソリューション事業の当事業年度業績は、売上高657,551千円（前期比36.5％増）、セグメント損失

63,220千円（前期はセグメント損失444,236千円）となりました。

当セグメントの業況といたしましては、メディカルシステム分野を中心とした展開を行っており、電子カルテ

システムに付随する部門システムの大型案件の納品が完了したことやPACSの受注、保守案件の継続受注により前

期と比べ、売上高は増収しました。利益については、人員配置の見直しや外注費の削減に努め前期と比べ改善は

みられました。しかしながら、システム分野において高粗利の案件獲得に至らなかったことに加え、2023年11月

に取得し約2年にわたり販売活動を行ってきた移動型医療ソリューション「Medical-ConneX」について、販売先の

獲得に至らず、損失での着地となりました。

メディカルシステム分野においては、PACS（医療用画像管理システム）、電子カルテ、RIS（放射線科情報シス
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テム）、統合viewer・医療用文書スキャンシステム等を継続販売しております。医療機関のDX化が注目を集める

中、統合viewerは一画面で患者様の情報が俯瞰できるため情報を探す手間が省けることで、業務効率が向上し、

医療従事者の働き方改革にも貢献するシステムとなります。

新規の売上高及び利益の増加を目指し、革新的な医療経営管理システム「ONE Viewer」及び支払代行サービス

「ONE Payment」の販売を開始しておりますが、市場への浸透に時間を要しており、当期における収益への貢献は

限定的にとどまっております。一方で、医療機関における人件費、食材費の高騰や人員不足といった喫緊の課題

に対し、給食部門の経営支援を目的とした 「冷凍おかずキット」の販売を開始しました。また、胸部X線、脳

MRI、大腸内視鏡などの医療画像をAIが解析し、医師の診断精度の向上と診断効率の向上を強力に支援する医用画

像診断AI「EIRLシリーズ」の販売も開始しております。さらに、医療機関の堅牢な情報セキュリティ環境の構築

に貢献すべく、セキュリティソリューションの提供の強化を推進しております。今後は、既存事業との連携強化

や戦略的な事業提携を通じて、早期の事業基盤確立と収益化を目指してまいります。

 
地球環境ソリューション事業

地球環境ソリューション事業の当事業年度業績は、売上高209,048千円（前期比80.7％減）、セグメント損失

14,102千円（前期はセグメント損失18,839千円）となりました。

当セグメントの業況といたしましては、GEOソリューション分野、エネルギー分野、原子力産業関連分野を中心

とした展開を行っておりますが、売上高と利益において、GEOソリューション分野が引き続き大きく貢献しまし

た。

GEOソリューション分野においては、当社が販売するPix4D社製の三次元画像処理ソフトウェア「PIX4Dmapper」

「PIX4Dmatic」、クラウド方式の三次元画像処理サービス「PIX4Dcloud」、スマートフォンやタブレット端末を

用いた計測ツール「PIX4Dcatch RTK」の受注が引き続き堅調に推移し、一定の利益も確保できている状況にあり

ます。また、従来の取引先である測量・建築業界のみならず、土地家屋調査、文化財発掘調査といった新たな市

場の開拓が進んでおります。

エネルギー分野においては、再生可能エネルギー市場の動向に注視しつつ、太陽光発電所等のセカンダリー

マーケットにおいて売買活動を行っておりますが、当事業年度では、太陽光発電所の大型売却案件が発生しな

かったため、売上高と利益ともに前期を下回りました。

原子力産業関連分野のトリチウム分離技術においては、創イノベーション及び慶應義塾大学理工学部大村研究

室との共同研究で得られた内容を、電力会社との間で質疑応答を重ねながら、実証に向けて進めております。

IAEAから、高い耐放射線性能と小型・軽量・省エネの特長を持つマッハコーポレーション株式会社（以下、

「マッハコーポレーション」）製の耐放射線CMOSセンサーカメラ２台の発注を受け、１台は前事業年度に耐久サ

ンプルとして納品を完了しておりましたが、改良を加えた２台目もカラー版として、納品を完了いたしました。

また、短時間で微量のトリチウムを測定することが可能な連続計測器は、新生福島先端技術振興機構との共同事

業において、更なる計測時間の短縮に成功し、国際的な需要も見据えて、引き続きより精度の高い計測技術の確

立と販売活動に取り組んでまいります。

 
（資産）

当事業年度末における流動資産は、1,100,148千円(前事業年度末比14.6％減)となりました。これは、未収消費

税等が119,515千円、仮払金が25,670千円、仕掛品が19,615千円、商品が17,691千円、販売用不動産が17,352千円

減少したこと等によります。

固定資産は、292,386千円(同4.1％増)となりました。これは、投資有価証券が40,312千円増加し、長期預け金が

22,414千円減少したこと等によります。

この結果、当事業年度末における総資産は、1,392,535千円(同11.3％減)となりました。
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（負債）

当事業年度末における流動負債は、670,565千円(前事業年度末比18.7％減)となりました。これは、買掛金が

32,615千円、未払金が58,688千円、仮受金が42,512千円減少したこと等によります。

固定負債は、4,270千円(同49.6％減)となりました。これは、長期借入金が6,160千円減少したこと等によりま

す。

この結果、当事業年度末における負債合計は、674,836千円(同19.1％減)となりました。

（純資産）

当事業年度末における純資産合計は、717,698千円(前事業年度末比2.4％減)となりました。これは、資本金が

249,995千円、資本準備金が249,995千円増加し、当期純損失559,333千円を計上したこと等によります。

 
(2) キャッシュ・フローの状況

当事業年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」）は、562,690千円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度において、営業活動の結果使用した資金は、447,479千円となりました。これは、税引前当期純損失

の計上554,857千円、未収消費税の減少119,515千円等があったことによるものです。

 
（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度において、投資活動の結果使用した資金は、61,028千円となりました。これは、投資有価証券の取得

による支出77,375千円、投資事業組合からの分配による収入28,036千円等があったことによるものです。

 
（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度において、財務活動の結果得られた資金は、517,374千円となりました。これは、株式の発行による

収入495,367千円等があったことによるものです。

 
ヘルスケアソリューション事業は、メディカルシステム分野を主軸に今後も展開してまいります。また、「ONE

Viewer」及び「ONE Payment」の拡販も継続推進してまいります。

メディカルシステム分野では、引き続き既存顧客の保守・販売展開を進めてまいります。主力である『PACS』

（医療用画像管理システム）及び電子カルテなどのメディカルシステム開発及び販売に加えて、RIS（放射線科情

報システム）、統合viewer・医用文書スキャンシステムを継続販売してまいります。医療DXへの新たな貢献とし

て、胸部X線、脳MRIなどの医療画像をAIが解析し、医師の診断精度と診断効率の向上を強力に支援する医用画像診

断AI「EIRLシリーズ」の販売を本格化し、医療機関の高度化を支援いたします。セキュリティ対策への取り組みと

して、当社PACSに対して定期的にアクセスログを監視・分析を行い、不正な動作を検知するシステム提供を開始い

たしました。さらに、ゼロトラスト型エンドポイントセキュリティ製品「APPGuard」の提案を強化し、ランサム

ウェア等の未知の脅威に対する強固な防御を実現することで、医療機関の事業継続性を支援いたします。

「ONE Viewer」は、当社ホームページに特設サイトを開設し、既存顧客のみならず新規顧客にも積極的に提案を

行っております。サブスクリプション形式にすることや３ヶ月の無料トライアルを提供することで、導入のハード

ルを下げ、顧客がシステムの効果を実感できる環境を整えております。特設サイトでは詳細な製品情報や導入事例

も紹介し、問い合わせには迅速かつ柔軟に対応できる体制を構築しております。

また、シーメンスヘルスケア株式会社との業務提携により開始した、CT装置と生化学・免疫装置を同時搭載した

移動型医療ソリューション（Advanced Mobility Solution）「Medical-ConneX（メディカル・コネクス）(シーメ

ンスヘルスケア株式会社登録商標）」の販売も継続推進し、災害医療、離島僻地医療等の社会課題解決を目指して

まいります。

 
地球環境ソリューション事業につきましては、GEOソリューション分野、エネルギー分野、原子力産業関連分野

を主軸に今後も展開してまいります。GEOソリューション分野については、建設・土木・測量分野で多くの導入実

績のあるPix4D社製ソフトウェア『PIX4Dmapper』は堅調な販売実績となっております。また、同社の次世代の画像

処理ソフトウェア『PIX4Dmatic』と、スマートフォンやタブレット端末を用いたモバイル計測ソリューション

『PIX4Dcatch RTK』が、国土交通省の新技術情報提供システム（NETIS）に登録されており、導入実績が増加をし

ていることや、幅広い分野のDX化による活用事例が増加をしていることから、従来の取引先である測量・建築業界

のみならず、土地家屋調査士、文化財発掘調査等の新たな用途を創造し、市場の開拓・拡大の推進により、今後も

更なる導入が期待され、既存製品のみならず就労人口の減少に向けた業務の省力化・DX化に関連した独創的で新規

EDINET提出書類

株式会社イメージワン(E02922)

有価証券報告書

 19/102



性のある商品やサービス事業の取り扱いなどを含め、引き続き事業を拡大してまいります。エネルギー分野は、再

生可能エネルギーに対する太陽光発電所等のセカンダリーマーケットでの売買活動を今期も推進していく他、蓄電

所関連市場への新規進出を検討してまいります。原子力関連分野のトリチウム分離技術においては、創イノベー

ション株式会社及び慶應義塾大学理工学部大村研究室と共同で研究を進めている技術を普及させることにより、福

島第一原子力発電所のALPS処理水だけでなく、世界の重水炉等で大量に発生するトリチウムの回収と再利用を目指

してまいります。また、高い耐放射線性能と小型・軽量・省エネの特長を持つマッハコーポレーション株式会社製

の耐放射線カメラと、トリチウム等の連続計測器も、国内外に提供してまいります。

トリチウム分離技術、耐放射線カメラ、トリチウム連続計測器等の原子力産業関連技術製品の販売を推進し、原

子力関連及び海外事業の拡大を今後も進めてまいります。

 
(3) 仕入、受注及び販売の状況

① 仕入実績

当事業年度における仕入実績をセグメントごとに示すと次のとおりであります。
 

セグメントの名称
当事業年度

(自 2024年10月１日
　至 2025年９月30日)

前年同期比(％)

ヘルスケアソリューション事業 (千円) 394,006 67.5

地球環境ソリューション事業 (千円) 116,503 11.5

合計 (千円) 510,509 32.0
 

(注) １ 金額は実際仕入額によっております。

２ 当社はシステム インテグレータであり、生産設備を保有していないため、生産実績等の記載は行っており

ません。

３　セグメント間取引については、相殺消去しております。

 
② 受注実績

当事業年度における受注実績をセグメントごとに示すと次のとおりであります。
 

セグメントの名称 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

ヘルスケアソリューション事業 715,788 140.0 202,686 140.3

地球環境ソリューション事業 191,198 17.8 5,641 24.0

合計 906,986 57.2 208,327 124.0
 

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

 

③ 販売実績

当事業年度における販売実績をセグメントごとに示すと次のとおりであります。
 

セグメントの名称
当事業年度

(自 2024年10月１日
　至 2025年９月30日)

前年同期比(％)

ヘルスケアソリューション事業 (千円) 657,551 136.5

地球環境ソリューション事業 (千円) 209,048 19.3

合計 (千円) 866,599 55.4
 

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。
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(経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容)

(1) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社の財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。こ

の財務諸表の作成に当たっては、決算日における財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を与え

るような経営者の見積り及び予測を必要としております。当社は、過去の実績値や状況を踏まえ合理的と判断され

る前提に基づき、見積り及び予測を行っております。

財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものについては、

「第５［経理の状況］１［財務諸表等］(1)［財務諸表］［注記事項］（重要な会計上の見積り）」に記載してお

ります。

 
(2) 当事業年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

・財政状態及び経営成績の分析

財政状態及び経営成績の分析については、「第２［事業の状況］４［経営者による財政状態、経営成績及び

キャッシュ・フローの状況の分析］(経営成績等の状況の概要)(1)財政状態及び経営成績の状況」の項目をご参照

ください。

 
・経営指標の分析

経営指標の分析について、当社では売上高と営業利益、自己資本利益率（ROE）を重要な経営指標としておりま

す。当事業年度業績は、売上高866,599千円（前年同期比44.6％減）、営業損失410,383千円（前年同期は844,815

千円の損失）、自己資本利益率（ROE）△79.0％となりました。

売上高については、メディカルシステム分野における「PACS」等のシステム販売や保守案件の継続受注があった

ものの、利益率の高いシステム案件の獲得には至りませんでした。また、エネルギー分野における太陽光発電所販

売の大型案件の減少や、移動型医療ソリューション「Medical-ConneX」の販売先の確約が得られなかったことによ

り、前年同期比で大幅な減収となりました。

営業損益については、営業コスト及び販売管理コストの削減により費用圧縮に努めましたが、売上高の大幅な減

少により、営業損失を計上することとなりました。この結果、自己資本利益率にも影響が生じております。

 
・キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容

キャッシュ・フローの状況については、「第２［事業の状況］４［経営者による財政状態、経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況の分析］(経営成績等の状況の概要)(2)キャッシュ・フローの状況」の項目をご参照くださ

い。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移
 

 2023年９月期 2024年９月期 2025年９月期

自己資本比率（％） 61.0 46.9 48.9

時価ベースの自己資本比率（％） 254.0 134.7 213.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 74.9 － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 35.7 － －
 

（注）１ 各指標の算出は以下の算式を使用しております。

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

２ 2023年９月期の指標につきましては、連結ベースの財務数値により、2024年９月期及び2025年９月期につ

きましては、単体ベースの財務数値により算出しております。

 ３ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）で計算しております。

 ４ キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

５ 有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。

 ６ 利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

７ 2024年９月期及び2025年９月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・

レシオは、営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。
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・セグメント別の状況

セグメント別の状況については、「第２［事業の状況］４［経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・

フローの状況の分析］(経営成績等の状況の概要)(1)財政状態及び経営成績の状況」の項目をご参照ください。

 
・資本の財源及び資金の流動性に係る情報

当社における資金需要の主なものは、仕入代金、販売費及び一般管理費の営業費用による運転資金及び新規事業

の立ち上げやM&A費用等であります。当社の資金の源泉は、主として営業活動によるキャッシュ・フロー及び増資

による資金調達と金融機関からの借入による資金調達となります。

また、手元流動性資金（現預金残高）は、一定額を保持する方針であり、資金の流動性は十分に確保できている

と考えております。

今後の重要な支出の計画につきましては、地球環境ソリューション事業においては新規案件の取得に加え、研究

や開発、人材の確保にかかる費用、投資が想定されており、これらの必要資金についても、自己資金で賄いきれな

い部分については、長期安定的な方法により調達を行い、事業化を推進することが望ましいものと考えておりま

す。
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５ 【重要な契約等】

（業務提携やその他の契約）

契約先 契約締結日 契約期間 契約の内容

EBM Technologies,Inc.　(台湾)
2001年

７月１日
―

DICOM に準拠した医療画像保管・配信・表示

システム(PACS）の国内独占代理店契約

EBM Technologies,Inc.　(台湾）
2015年

５月12日
―

国内PACS市場での競争力確保を目的とした業

務提携

創イノベーション株式会社
2020年

１月21日

―

 
株式交換による経営統合に関する基本合意書

契約（注）１

慶応義塾大学

創イノベーション株式会社

2021年

7月8日

2026年3月31日

まで（注）２

ハイドレート生成原理を利用した水同位体分

離の研究の契約

シーメンスヘルスケア株式会社
2022年

1月31日
―

移動型医療ソリューション「Medical-

ConneX」の普及拡販に関する基本合意書

東京電力ホールディングス株式会社
2023年

１月27日

2025年12月31日

まで

フィージビリティスタディのために開示され

る情報についての守秘義務契約

Aristagora VC Israel GP L.P.
2023年

１月31日
― ファンドへの出資契約

一般社団法人

新生福島先端技術振興機構

2023年

６月22日
―

トリチウム及び主要８核種の連続計測器の独

占販売代理店契約

ＧＦＡ株式会社（注）３
2025年

５月30日
― 医療及び投資関連事業などの業務提携

 

（注）１ 創イノベーション株式会社との間で締結した、クリーンなエネルギー社会の創造及び地方創生への取組みを

加速することを目的とした経営統合に関する基本合意書に関し、株式交換契約を承認する取締役会の開催日

および契約締結日を2022年３月と予定していましたが、株式交換の諸条件について引き続き両社で協議する

ため、株式交換契約を承認する取締役会の開催日および契約締結予定日を2026年３月に変更しております。

２ 慶応義塾大学及び創イノベーション株式会社との3者間によるハイドレート生成原理を利用した水同位体分離

の研究の契約は、研究の精度を高めるため、契約終了期間を2026年3月31日まで延長とする契約を2025年4月

１日に締結しております。

３ 2025年９月１日付けでＧＦＡ株式会社よりａｂｃ株式会社に商号変更しております。

 
６ 【研究開発活動】

当事業年度の研究開発活動は、主に地球環境ソリューション事業における原子力関連分野のトリチウム分離技術に

おけるプレパイロット装置を使った実験であり、当事業年度における当該研究開発活動に関わる費用の総額は5,526千

円であります。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

当事業年度に実施した設備投資の総額は12百万円で、主な内訳は、ヘルスケアソリューション事業のソフトウェア

10百万円であります。

 
２ 【主要な設備の状況】

2025年９月30日現在における当社の主要な設備、投下資本並びに従業員の配置状況は、次のとおりであります。
 

事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備
の内容

帳簿価額(千円)

従業
員数
(名)

有形固定資産
無形
固定資産

合計

建物
機械及び
装置

工具、
器具及び
備品

ソフト
ウエア

本社
(東京都
品川区)

全
セグメント

統括業務
施設
販売業務
施設

0 ― 0 2,497 2,497 32

名古屋営業所
(愛知県名古
屋市中区)

ヘルスケア
ソ リ ュ ー
ション事業

販売業務
施設

0 ― 0 ― 0 3

大阪営業所
（大阪府大阪
市淀川区）

ヘルスケア
ソ リ ュ ー
ション事業

販売業務
施設

0 ― 0 ― 0 6

九州営業所
（福岡県福岡
市博多区）

ヘルスケア
ソ リ ュ ー
ション事業

販売業務
施設

― ― 0 ― 0 1

 

（注）１ 上記営業所等はすべて賃借しており、その賃借料は年間54,594千円であります。

（注）２ 帳簿価格は減損損失計上後の金額であります。

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

設備の重要な新設等の計画はありません。

 
(2) 重要な設備の除却等

設備の重要な除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 40,000,000

計 40,000,000
 

 
② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(2025年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2025年12月23日)

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協

会名
内容

普通株式 13,035,700 13,035,700
東京証券取引所
スタンダード市場

単元株式数は100株であり
ます。

計 13,035,700 13,035,700 ― ―
 

(注) １．発行済普通株式のうち22,500株は譲渡制限付株式報酬として、金銭報酬債権（15,502千円）を出資の目的

とする現物出資により発行したものです。

２．「提出日現在発行数」欄には、2025年12月１日から、この有価証券報告書日までの新株予約権の行使によ

り発行された株式数は含まれておりません。

 
(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

当社は、会社法に基づき次の新株予約権を発行しております。

第13回新株予約権

決議年月日 2025年４月28日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社執行役員　３名
当社従業員　　32名

新株予約権の数（個）　※ 2,064

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数（株）　※

普通株式　206,400　(注)１

新 株 予約権の行使時の払込金額
（円）　※

236(注)２

新株予約権の行使期間　※ 2027年５月14日～2035年４月27日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額（円）　※

発行価格　　 １個あたり23,600（１株あたり236）
資本組入額  １個あたり11,800（１株あたり118）（注）３

新株予約権の行使の条件　※ （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項　※ 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項　※

（注）６
 

※　 当事業年度の末日（2025年９月30日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2025年11月

30日）現在において、これらの事項に変更はありません。
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(注)　１．新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個の目的である株式の数は100株

とする。なお、割当日後、当社が株式の分割（株式の無償割当てを含む。以下同じ。）または株式の併合を

行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権の

うち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株

未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

 
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

 
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が完全子

会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要

と認める株式数の調整を行うことができる。

２．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される１株あたりの払込金額（以

下、「行使価額」という。）に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権を割り当てる

日の属する月の前月の各日（取引が成立していない日を除く。）における株式会社東京証券取引所における

当社普通株式の終値の平均値に1.02を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）とする。ただし、その価額

が本新株予約権の割当日の終値（取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値）を下回る場

合は、当該終値を行使価額とする。ただし、下記の各事由が生じたときは、下記の各計算式により調整され

た行使価額に新株予約権１個当たりの目的である株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、

１円未満の端数を切り上げる。

(1)当社が株式分割または株式併合を行う場合

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

（分割・併合）比率　　
 

(2)当社が時価を下回る価額で募集株式の発行または自己株式の処分（株式の無償割当てによる株式の発行

及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権（新株予約権付社債も含む。）の行使による場合及

び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。）を行う場合

    
既発行株式数 ＋

新規発行

株式数
× １株当たりの払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
募集株式発行前の株価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
 

   ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総

数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場

合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価にそれ

ぞれ読み替えるものとする。

(3)当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場

合、または当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調

整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。

３．新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額

(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い計算される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じた

ときは、その端数を切り上げるものとする。

(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本

金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

４．新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、執行役員または従業員の地位にあることを要す

る。ただし、定年退職その他これに準ずる正当な理由のある場合（死亡の場合を除く）はこの限りで

ない。

(2)新株予約権者のうち当社及び子会社の従業員の地位にある者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認

めるものとする。なお、新株予約権を相続した権利承継者が死亡した場合、その相続人は新株予約権

を行使することができない。

(3)この他の条件は、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締

結した「第13回新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

５．新株予約権の取得の条件

(1)当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割会社と

なる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認（株主総会の承認を要しな

い会社分割の場合は取締役会決議）がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議

がなされたときは、当社は新株予約権の全部を無償にて取得することができる。

(2)新株予約権者が、４．(1)、(2)に定める規定に基づく新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権

を行使できなくなった場合もしくは権利承継者が死亡した場合は、当社はその新株予約権を無償にて

取得することができる。
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６．組織再編時の取扱い

組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交

付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する

ものとする。

(1)合併（当社が消滅する場合に限る。）合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社

(2)吸収分割吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式

会社

(3)新設分割新設分割により設立する株式会社

(4)株式交換株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

(5)株式移転 株式移転により設立する株式会社

 
② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

当社は、会社法に基づき次の新株予約権を発行しております。

第14回新株予約権

決議年月日 2025年７月17日

新株予約権の数（個）　※１ 100,805　(注)１

新株予約権の発行価格（円）　※１ 322

新株予約権のうち自己新株予約権の数
(個)　※１

―

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数（株）　※１

普通株式　10,080,500　(注)１

新 株 予約権の行使時の払込金額
（円）　※１

248(注)２

新株予約権の行使期間　※１ 2025年８月５日～2028年８月４日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額（円）　※１

発行価格　　 １個あたり24,800（１株あたり248）
資本組入額  １個あたり12,400（１株あたり124）

新株予約権の行使の条件　※１、２

１．本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点にお
ける授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を
行うことはできない。
２．第14回新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項　※１ 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。
 

※  １．当事業年度末日（2025年９月30日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前

月末現在（2025年11月30日）にかけて変更された事項はありません。

２．その他の条件については新株予約権者と締結した「第14回新株予約権割当契約書」に定めるところによ

る。

(注) １．本新株予約権の目的である株式の総数は、10,080,500株とする(本新株予約権１個当たりの目的たる株式の

数は、当社普通株式100株とする。) 。但し、下記第２項乃至第３項により割当株式数が調整される場合に

は、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

２．当社が「５．行使価額の調整」に従って、行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により

調整される。但し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行

使価額及び調整後行使価額は、「５．行使価額の調整」に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とす

る。
 

調整後割当株式数 ＝
調整前割当株式数 × 調整前行使価額

調整後行使価額
 

 

３．調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る「５．行使価額の調整」第(2)号及び第(5)号によ

る行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

４．割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権

者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始

日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場

合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
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５．行使価額の調整

(1) 当社は、本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変

更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下、「行使価額調整式」

という。）をもって行使価額を調整する。
 

    既発行普通株
式数

＋
割当株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１株当たりの時価

既発行普通株式数 ＋ 割当株式数
 

 

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定

めるところによる。

① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の

有する当社普通株式を処分する場合（無償割当てによる場合を含む。）（但し、当社の役員及び従

業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処

分する場合、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使、取得請求権付株式

又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通

株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除

く。）調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償

割当ての場合はその効力発生日とする。）以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当て

を受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

② 株式分割により当社普通株式を発行する場合

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請

求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求

できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行又は付与する場合(但し、

当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発

行する場合を除く。)調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約

権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、

払込期日（新株予約権の場合は割当日以降又は無償割当ての場合は効力発生日）以降これを適用す

る。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降こ

れを適用する。

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付す

る場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降にこれを適用する。

⑤ 本項(2)①から③までの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の

株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本項(2)①乃至③にかか

わらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、

当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に

対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。この場合、１株未満の端数を

生じるときはこれを切り捨てるものとする。

  
(調整前行使価額－調整後行使価額) ×

調整前行使価額により
当該期間内に交付された

株式数株式数 ＝
調整後行使価額

 

(3) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が１円未満にとどま

る場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後に行使価額の調整を必要とする事由が発生し、

行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの

差額を差し引いた額を使用する。

(4) ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日（但し、本項第(2)号⑤

の場合は基準日）に先立つ45 取引日目に始まる30 連続取引日の東京証券取引所における当社普通

株式の普通取引の終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。この場合、平均値の計算は、

円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日

がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の

１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通

株式を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・

処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含

まないものとする。
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(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約

権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

① 株式の併合、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要

とするとき。

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出に

あたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者

に対し、かかる調整を行う旨、その事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その

他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合

には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2020年10月１日～
2021年９月30日
(注) １

2,000,000 10,303,600 632,100 2,624,632 632,100 1,237,298

2022年９月12日
(注) ２

500,000 10,803,600 153,250 2,777,882 153,250 1,390,548

2025年８月４日
(注) ３

2,232,100 13,035,700 249,995 3,027,877 249,995 1,640,543

 

(注) １ 新株予約権の権利行使による増加

２ 有償第三者割当による増加であります。

発行価格　　 613円

資本組入額　 306.5円

割当先　　　 Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund 400,000株

MAP246 Segregated Portfolio 100,000株

３ 有償第三者割当による増加であります。

発行価格　　 224円

資本組入額　 112円

割当先　　　 abc株式会社（旧社名　ＧＦＡ株式会社）2,232,100株

４ 2025年12月23日開催の第42回定時株主総会において資本金を1,936,101千円、資本準備金を548,766千円減少

し、欠損てん補することを決議しております。
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(5) 【所有者別状況】

2025年９月30日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

― 1 15 47 16 36 6,234 6,349 ―

所有株式数
(単元)

― 4,071 14,510 22,404 4,671 2,361 82,283 130,300 5,700

所有株式数
の割合(％)

― 3.12 11.14 17.19 3.58 1.81 63.15 100.00 ―
 

(注) １　自己株式74,538株は、「個人その他」に745単元、「単元未満株式の状況」に38株含まれております。

    ２　上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が３単元含まれております。

 

(6) 【大株主の状況】

2025年９月30日現在

氏名又は名称 住　　所
所有株式数
(株)

発行済株式(自己
株式を除く。)の
総数に対する所
有株式数の割合

(％)

ＧＦＡ株式会社（注）１ 東京都港区南青山２丁目２－15（注）２ 1,113,700 8.59

楽天証券株式会社 東京都港区南青山２丁目６番21号 624,200 4.82

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２－10号 407,100 3.14

河合　マーロン 神奈川県横須賀市 400,000 3.09

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木１丁目６番１号 388,212 3.00

内山　成児 東京都中野区 343,900 2.65

ＭＴＭ Ｃａｐｉｔａｌ株式会社 東京都港区南青山６丁目２－９ 268,200 2.07

株式会社ＦＤ 愛知県刈谷市今川町花池３－１ 268,100 2.07

星山　崇行 神奈川県横浜市青葉区 192,500 1.49

ＪＰＩＷ合同会社 東京都台東区浅草橋１丁目19番１号 172,900 1.33

計 － 4,178,812 32.24
 

（注）１ 2025年９月１日付けでＧＦＡ株式会社よりａｂｃ株式会社に商号変更しております。

２ 2025年９月に東京都港区赤坂四丁目9番17号へ移転しております。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2025年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
普通株式

― ―
74,500

完全議決権株式(その他)
普通株式

129,555 ―
12,955,500

単元未満株式
普通株式

― ―
5,700

発行済株式総数 13,035,700 ― ―

総株主の議決権 ― 129,555 ―
 

(注)　「完全議決権株式(その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が300株含まれております。また、「議

決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数３個が含まれております。

 
② 【自己株式等】

2025年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

 

株式会社イメージワン
東京都品川区大崎１丁目６
番３号

74,500 ― 74,500 0.57

計 ― 74,500 ― 74,500 0.57
 

（注）上記のほか、単元未満株式38株を所有しております。
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２ 【自己株式の取得等の状況】
　

【株式の種類等】 普通株式
 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、株式交付、会社
分割に係る移転を行った取得自己
株式

― ― ― ―

その他(　　─　　) ― ― ― ―

保有自己株式数 74,538 ― 74,538 ―
 

(注) 当期間における保有自己株式数には、2025年12月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式数は含めておりません。

 
３ 【配当政策】

当社は、株主の皆様への長期安定的な配当を維持しながら適正な利益分配に努めることを経営の最重要課題の一つ

と位置づけております。復配の早期実現に向け、一層の事業収益力の強化及び財務体質改善等の経営基盤の強化を

図ってまいります。

当社は、年１回の期末配当を行うことを基本方針としており、その剰余金の配当の決定機関は、株主総会でありま

す。

また「取締役会の決議によって、毎年３月31日を基準日として中間配当をすることができる」旨を定款に定めてお

ります。

 

４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、コーポレート・ガバナンスの実現により、す

べての株主・投資家の皆様から信頼される企業であることを目指すものであります。

当社は、「監査等委員会設置会社」を採用し、取締役会及び監査等委員会を中心としたコーポレート・ガバ

ナンスの体制となっております。また、取締役の選任等の公正な決定や相当な報酬等を諮問する機関として指

名委員会を、適切なガバナンス体制の維持及び発展のためリスク・コンプライアンス委員会を、内部統制機能

の充実のため内部監査室を設置しております。今後とも、基本方針を透明性・健全性の高い経営体制の構築と

維持に置き、株主・投資家の皆様への迅速かつ正確な情報開示や株主の権利を尊重する対応に努めることで、

更なるコーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。
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② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

イ 企業統治の体制の概要

会社の機関の内容

a. 取締役・取締役会

当社は、取締役会を経営方針の最重要事項に関する意思決定機関、業務執行に係る事項の決定機関及

び業務執行の監督機関として位置づけております。取締役会は、意思決定を行う際の議事進行が事業推

進に極端に偏ることや代表取締役による独断的な判断をするリスクのない体制とするため、議長は社外

取締役が務めることを定款に定め、監査等委員である社外取締役の大谷龍生が務めております。その

他、代表取締役 川倉歩、取締役 横山惠一、津田由行、鈴木政司、宮﨑和彦及び保津章一、監査等委員

である社外取締役　佐々木健郎及び田中紀行の計９名で構成され、毎月の定時取締役会のほか、必要に

応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定する

とともに、業務執行の状況を逐次監督しております。

b. 監査等委員会

当社は、監査等委員会設置会社であり、社外取締役 大谷龍生が議長を務めております。その他、監

査等委員である社外取締役 佐々木健郎、監査等委員である社外取締役 田中紀行の計３名の監査等委員

で構成され、原則として監査等委員会を毎月１回開催し、監査等委員同士の情報交換及び内部監査室か

らの内部監査結果の報告を受けて、監査機能の充実を図るとともに会計監査人との連携によって実効性

のある監査を行なっております。

c. 指名委員会

当社は、取締役会の諮問機関として、任意の指名委員会を設置しており、監査等委員である取締役の

大谷龍生が委員長を務めております。その他、監査等委員である社外取締役 佐々木健郎、監査等委員

である社外取締役 田中紀行の計３名で構成され、原則として指名委員会を毎年１回以上開催し、取締

役の選任等の公正な決定や報酬等に係る答申を行っております。

d. 経営会議

当社は、代表取締役 業務執行取締役、執行役員、各部門長、オブザーバーとして社外取締役及び内

部監査室が出席する経営会議を毎月２回開催し、代表取締役 川倉歩が議長を務め、取締役会に上程す

る決議事項の内容を協議するほか、各事業部門の課題への対策を目的として業務状況等の共有を行って

おります。

e．リスク・コンプライアンス委員会

当社は、経営陣が自らの姿勢を顧みることや、内部統制の仕組みや企業文化を客観的に認識するた

め、経営陣に対する牽制機能が働く適切なガバナンス体制を構築し、「社内の常識」と「世間の常識」

の乖離を防ぐための一定の体制整備として、社外取締役、弁護士、公認会計士の外部有識者３名で構成

されたリスク・コンプライアンス委員会を、毎月１回開催し、利益相反、関連当事者取引、新規事業の

リスク、経営管理体制、内部管理体制、リスク管理体制等のリスク、コンプライアンス、ガバナンスに

関する経営会議への提言を行うほか各部門から報告された各種リスクのレビュー及び継続的なモニタリ

ングを行っております。

f．内部監査室

当社は、内部統制システムが有効に機能していることを監視するため、内部監査専門の部署として、

内部監査室が設置されており、常勤の専任担当者を配属しております。内部監査室は、内部統制システ

ム全般の整備・運用状況について、全社的な内部統制の評価を行った上で、業務プロセスの評価、決算

財務プロセス評価のモニタリングを行い内部監査体制の整備を図っているほか、取締役会、監査等委

員、経営会議、リスク・コンプライアンス委員会など重要会議体のすべてに参加しております。

また、監査等委員会及び会計監査人と随時会合を開いて意見交換や情報交換を密接に行う体制をとっ

ております。
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ロ 当該体制を採用する理由

ａ．会社の機関・内部統制システムの関係図

当社における会社の機関の内容及び内部統制システム等の関係は次のとおりです。

 

　

ｂ．当該企業統治の体制を採用する理由

当社は、コーポレート・ガバナンス強化を経営執行の重要な責務であると認識しており、取締役会の

議決権を持つ監査等委員である社外取締役の監査・監督によるコーポレート・ガバナンスの充実、取締

役会の監督機能強化を目指す「監査等委員会設置会社」の体制を充実させていくことに加えて、リス

ク・コンプライアンス委員会の諮問、内部監査室の活動による経営の公正性と効率性を確保しながら、

取締役候補の選定プロセスの明確化及びコンプライアンスリスクを審議するための指名委員会を設置す

ることで、株主・投資家の皆様に対する迅速かつ適切な情報開示等を実現していくことができるものと

判断しております。

　

③ 企業統治に関するその他の事項

イ　内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況

a. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

監査等委員会設置会社として取締役会の監督機能と監査等委員会の監査機能を通じて、取締役の業務

執行の適法性を確保する。

そして、取締役会は、法令、定款及び「取締役会規程」に従いこれを運営し、取締役は取締役会の決

議に基づく職務の執行で適法性を確保する。

また、監査等委員会は、法令、定款及び「監査等委員会規則」に基づき取締役の職務執行の監査を行

う。
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b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報は、文書又は電磁的媒体に記録し、「文書管理規程」及び「ＩＳＭＳ関

連規程」に従って適切に保存・管理するとともに、取締役、監査等委員会、会計監査人が閲覧可能な状

態を維持する。

c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

経営に影響する重要事項の決定については、法令、定款、及び社内規程等に基づき、取締役会で厳正

な審査を行う。

また、経営環境や事業の変化に応じたリスクの見直し及び低減策の検討等は、月に１回開催される

「リスク・コンプライアンス委員会」に諮問し答申を得るものとしています。

d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

経営戦略及び業務執行に係る重要な意思決定を行うために、月１回開催される定時取締役会に加え、

必要に応じて臨時取締役会を開催する。

また、「取締役会規程」及び「組織及び業務分掌規程」などにより職務権限及び意思決定ルールを明

確化し、取締役の職務執行が適正かつ効率的に行われる体制を確保する。

e. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

「社員行動基準」、「コンプライアンス指針」、「コンプライアンス規程」、「リスク管理方針」、

「リスク管理規程」及び「内部通報制度規程」など、リスク及びコンプライアンスに係る諸規程を周知

徹底させることにより、法令遵守、企業倫理の確保に努める。

また、リスク及びコンプライアンスに関する重要事項を審議する「リスク・コンプライアンス委員

会」を設置し、月に１回開催する。

f. 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制

及びその使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関する事項並びにその使用

人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めたときは、取締役（監査等委員である

取締役を除く）の指揮から独立した使用人を置くことができるものとし、監査等委員会より監査業務に

必要な指揮命令を受けた場合はその指揮命令に関し、取締役（監査等委員である取締役を除く）の指揮

命令を受けないものとする。

g. 取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他

監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人は、職務執行に関して重大な法令・定款違反、

不正行為の事実又は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、遅滞なく監査等委員

会に報告するものとする。

監査等委員である取締役は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等

重要会議に出席するとともに、決裁書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役（監査等委員で

ある取締役を除く）及び使用人に説明を求めることができる。

また、監査等委員会は内部監査室と緊密な連携を保つとともに、必要に応じ内部監査室に調査を求め

ることができる。

h. 監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保す

るための体制

「コンプライアンス規程」では、「内部通報制度」についても規定し、取締役（監査等委員である取

締役を除く）、使用人等のコンプライアンス違反を認識した場合には、「リスク・コンプライアンス委

員会」に通報しなければならないと定めており、通報者が不利益を被らないように保護規定を設けてい

る。

i. 監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執

行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員である取締役は、監査の実施にあたり独自の意見形成を行うため、必要に応じて会社の費

用で法律・会計等の専門機関を活用することができる。
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ロ 定款における取締役の定数や選任の決議要件

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）は７名以内、監査等委員である取締役は４名以内とす

る旨を定款に定めております。

当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決

権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決

権の過半数をもって決める旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨

も定款に定めております。

 

ハ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

a. 当社は、自己の株式の取得について、経済環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、会

社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款

で定めております。

 

b. 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役（取締役であった者を含む。）の会社法第423条第１

項の行為に関する責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款

に定めております。

 

c. 当社は、取締役会の決議によって、機動的な配当政策を実現するため毎年３月31日を基準日として中間

配当をすることができる旨を定款に定めております。

 

ニ　責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第

１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令

で定める額としております。なお、責任限定が認められるのは、社外取締役が責任の原因となった職務の

遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 
ホ　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、保険会社との間で、取締役を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償

責任保険契約を締結しております。保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約により被保険者

の職務の執行に関し保険期間中に提起された損害賠償請求（株主代表訴訟を含む。）等に起因して、被保

険者が被る損害賠償額が填補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれ

ないようにするため、被保険者の故意による法令違反などの場合には填補の対象としないこととしており

ます。

 
ヘ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について議決権の３分の１以上を有す

る株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。こ

れは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行なうことを目

的とするものであります。
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④　取締役会の活動状況

取締役会は、定時取締役会を原則月１回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。当

事業年度においては、合計26回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。

氏名 開催回数 出席回数

川倉　歩 26 26

武井　保人 (注)１ ６ ６

中川　宏 (注)１ ６ ５

横山　惠一 (注)３ 13 13

三橋　信一郎 (注)１ ６ ５

佐藤　立哉 (注)４ 17 17

市橋　　　卓 26 26

川眞田　啓介 (注)１ ６ ６

杉原　悠介 26 25

大原　多鶴 (注)２ 20 20
 

(注)１．2024年12月24日開催の第41回定時株主総会終結の時をもって退任しております。

２．2024年12月24日開催の第41回定時株主総会において選任され、出席状況は就任後の回数を記載して

おります。

３．2025年４月16日開催の臨時株主総会において選任され、出席状況は就任後の回数を記載しておりま

す。

４．2025年８月27日付で辞任いたしましたので、在任時に開催された取締役会の出席状況を記載してお

ります。

 
取締役会における具体的な検討内容として、代表取締役の選定、執行役員の選任、経営戦略に関する事項、事

業報告及び計算書類の承認、株主総会の招集、組織・人事に関する事項、サステナビリティに関する事項、その

他会社法及び取締役会規程にて定める決議・報告事項について、決議、報告及び審議を実施しました。

 
⑤　指名委員会

当事業年度において当社は指名委員会を２回開催しており、個々の指名委員の出席状況については、次のと

おりであります。

氏名 開催回数 出席回数

市橋　　　卓 ２ ２

三橋　信一郎（注）１ １ １

佐藤　立哉（注）２ ２ ２

川眞田　啓介（注）１ １ １

杉原　悠介 ２ ２

大原　多鶴（注）３ ２ ２
 

(注)１．2024年12月24日開催の第41回定時株主総会終結の時をもって退任しております。

２．2025年８月27日付けで社外取締役を辞任いたしましたので、在任時に開催された指名委員会の出席

状況を記載しております。

３．2024年12月24日開催の第41回定時株主総会において選任され、出席状況は就任後の回数を記載して

おります。

 
指名委員会における具体的な検討内容として、取締役選任議案の原案の審議を行いました。
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(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(株)

代表取締役社長 川　倉　　　歩 1969年３月１日生

1994年４月 株式会社因幡電機製作所入社

2008年４月 株式会社Golden Spoon Japan入社

2013年２月 株式会社ジェンス代表取締役

2018年12月 当社取締役

2023年９月 当社代表取締役社長（現任）

(注）２ 9,606

取締役 横　山　惠　一 1964年12月２日生

1987年４月 株式会社アシスト入社

1992年２月 マイクロソフト株式会社入社 Word日本語
版テストリーダー

1997年11月 同社Officeファミリー日本語版製品マネー
ジャー

1999年７月 同社はがきスタジオ製品開発マネージャー

2001年６月 同社InterConnectプログラムマネージャー
兼テストマネージャー

2007年４月 同社Share Pointテストマネージャー

2010年８月 株式会社オプティム入社 開発本部ディレ
クター

2012年３月 同社Special Mission Divisionディレク
ター・執行役員

2018年７月 同社経営管理本部ディレクター

2023年１月 当社入社 IR広報・情報システムグループ
統括マネージャー

2024年12月 当社執行役員管理部長

2025年４月 当社取締役管理部長（現任）

(注）２ ―

取締役 津　田　由　行 1969年８月６日生

1992年４月 東京リコー株式会社入社

1996年９月 株式会社穴吹工務店入社

2006年３月 株式会社やすらぎ入社

2006年11月 株式会社エイテック入社　経理部長

2007年７月 ステラ・グループ株式会社入社

2010年６月 ステラ・グループ株式会社　代表取締役

2010年６月 株式会社プロジェホールディングス　取締
役

2010年６月 オーエー・システム・プラザ株式会社　取
締役

2012年９月 一和宏有限公司（台湾）入社

2020年１月 GFA株式会社（現abc株式会社）入社（現
職）

2020年２月 アトリエブックアンドベッド株式会社　監
査役（現任）

2020年２月 株式会社CAMELOT　監査役（現任）

2020年６月 GFA CAPITAL株式会社（現abc CAPITAL株式
会社）　取締役

2021年５月 ガルヒ就労支援サービス株式会社　監査役

2021年７月 プレソフィア株式会社　監査役（現任）

2021年８月 Total Foods株式会社　代表取締役（現
任）

2022年11月 株式会社エピソワ　監査役

2022年11月 株式会社フィフティーワン　監査役

2023年４月 クレーンゲームジャパン株式会社　監査役
（現任）

2024年４月 株式会社TOE　代表取締役（現任）

2025年２月 株式会社エムワン　監査役（現任）

2025年３月 当社　執行役員（現任）

2025年４月 株式会社クラフトコーポレーション　監査
役

2025年６月 GFA CAPITAL株式会社（現abc CAPITAL株式
会社）　監査役（現任）

2025年７月 AI Nyan株式会社　監査役（現任）

2025年12月 当社取締役（現任）

(注）２ ―
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(株)

取締役 鈴　木　政　司 1975年２月24日生

1999年10月 國悦電氣工事（現株式会社FD）　創業

2001年10月 同社　設立 取締役

2007年２月 同社　代表取締役（現任）

2025年12月 当社取締役（現任）

(注）２ ―

取締役 宮　﨑　和　彦 1971年１月28日生

1999年２月 インターキュー株式会社入社(現ＧＭＯイ
ンターネット株式会社)

2002年４月 同社社長室長

2004年８月 株式会社テレコムオンライン　代表取締役
社長

2004年９月 インターキュー株式会社　営業統括本部長

2006年１月 同社メディア営業統括本部長

2006年３月 同社取締役メディア営業統括本部長

2008年６月 同社常務取締役営業部門統括

2009年１月 同社常務取締役営業本部長

2009年３月 同社専務取締役営業本部長

2015年３月 ＧＭＯくまポン株式会社　取締役会長

2025年12月 当社取締役（現任）

(注）２ ―

取締役 保　津　章　一 1971年４月25日生

1994年10月 CTI社　設立　代表取締役

1997年10月 日本（東京）にて中国・香港に進出する日
本企業のコンサルティング業務に従事

2004年７月 株式会社コミュニケーションデザインシス
テムズ　設立　代表取締役

2018年２月 JCインベストメント株式会社　設立　代表
取締役（現任）

2023年６月 株式会社VOLT　共同設立　取締役（現任）

2025年12月 当社取締役（現任）

(注）２ ―

取締役
(監査等委員)

大　谷　龍　生 1983年７月15日生

2011年12月 弁護士登録（東京弁護士会）

2011年12月 日比谷見附法律事務所アソシエイト弁護士

2017年１月 日比谷見附法律事務所パートナー弁護士
（現任）

2024年３月 ベジクル株式会社　監査役（社外・非常
勤）（現任）

2025年12月 当社取締役（監査等委員）（現任）

(注）３ ―

取締役
(監査等委員)

佐々木　健　郎 1982年８月14日生

2005年２月 株式会社さくら綜合事務所入社

2010年２月 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限
責任監査法人）入所

2011年９月 公認会計士登録

2013年12月 税理士登録

2014年１月 株式会社マネージポート会計事務所　代表
取締役（現任）

2023年６月 日本製麻株式会社　監査等委員（現任）

2025年12月 当社取締役（監査等委員）（現任）

(注）３ ―

 

取締役
(監査等委員)

田　中　紀　行 1977年８月29日生

2005年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会)外立総合法
律事務所　入所

2010年10月 港国際東京法律事務所(現弁護士法人港国
際法律事務所)　入所

2010年12月 弁護士法人港国際グループ東京事務所(現
弁護士法人港国際法律事務所東京事務所)
所長

2014年７月 株式会社PRTIMES　社外監査役

2017年５月 株式会社News TV社外監査役

2017年６月 GFA株式会社（現abc株式会社）　社外監査
役

2017年９月 GFA CAPITAL株式会社（現abc CAPITAL株式
会社）　社外監査役

2019年６月 一般財団法人日本製薬医学会評議員(現任)

2022年７月 株式会社TRIAD　社外監査役

2024年12月 アクセルマーク株式会社　社外取締役(現
任)

2025年１月 法律事務所SAIL所長 (現任)

2025年３月 ピクセルカンパニーズ株式会社 社外取締
役(現任)

2025年４月 株式会社TRIAD 社外取締役(現任）

2025年12月 当社取締役（監査等委員）（現任）

(注）３ ―

計  9,606
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(注) １　取締役宮﨑和彦、保津章一、監査等委員である取締役大谷龍生、佐々木健郎、田中紀行は社外取締役であり

ます。

２　2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会の時までであります。

３　2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会の時までであります。

４　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

 委員長　大谷龍生　委員　佐々木健郎　委員　田中紀行

５　「所有株式数」については、役員持株会及び従業員持株会における持分を含めております。

 
② 社外役員の状況

当社は、経営監視監督機能を働かせて経営規律を維持することを基本方針としており、社外取締役２名、監

査等委員である社外取締役３名を選任することにより、公正かつ専門的な監査・監督を行う体制を整備してお

ります。

経営の透明性と公正な意思決定を確保するために、特定の利害関係から独立した社外取締役を選任しており

ます。なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めていませんが、選任にあたって

は証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。

 
社外取締役の宮﨑和彦及び保津章一、監査等委員である取締役の大谷龍生及び佐々木健郎と当社との間に人

的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

また、監査等委員である取締役の田中紀行は、当社株主であるabc株式会社の顧問弁護士を務めているた

め、当該株主との間に人的関係がありますが、当該関係は当社の意思決定に重要な影響を及ぼすものではな

く、社外取締役としての独立性は確保されていると判断しております。

 
社外取締役　宮﨑和彦は、インターネット関連事業を幅広く展開する企業において、要職を歴任され、グ

ループ各社の経営や事業拡大に大きく貢献されてまいりました。また、企業経営者として培われた経営感覚と

高い見識は、当社の経営監督および取締役会での有効な助言に資するものと判断し、社外取締役として選任し

ております。

社外取締役　保津章一は、複数の企業を設立し、代表取締役として経営に携わるなど、豊富な起業・経営経

験を有しております。また、中国・香港を中心に海外進出支援やオフショア開発事業を展開し、国際的なビジ

ネス展開にも深い知見を有しており、これらの経験を通じて培われた高い経営感覚と国際的視野は、当社の経

営監督および取締役会での助言に大いに寄与するものと判断し、社外取締役として選任しております。

監査等委員である社外取締役　大谷龍生は、弁護士としての専門的な見識を当社の監査体制に生かしていた

だくために、社外取締役として選任しております。

監査等委員である社外取締役　佐々木健郎は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有

するものであり、経営全般の監視と有効な助言をいただくことを期待し、社外取締役として選任しておりま

す。

監査等委員である社外取締役　田中紀行は、弁護士としての専門的な知見及び経験を有することから、経営

の監督とチェック機能の観点から適切な指導・助言をいただくことを期待し、社外取締役として選任しており

ます。

 
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

との関係

当社の社外取締役は現在５名の内３名が監査等委員であり、監査等委員でない社外取締役は、取締役会等を

通じ、内部監査や会計監査の状況を把握し、必要に応じて内部監査人や会計監査人と意見交換を行うなど相互

連携を図っております。

監査等委員である社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の結果、並

びにコンプライアンス及び内部統制の状況についての報告を受けて、それらを踏まえて取締役の業務執行の監

督を行っております。また、内部監査人及び会計監査人と随時会合を開いて意見交換や情報交換を密接に行う

体制をとっており、監査等委員会監査の機能強化に役立てております。さらに、内部統制部門とも、監査等委

員会監査の実効性を高めるために情報交換及び連携を行っております。
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(3) 【監査の状況】

①　監査等委員会監査の状況

当社の監査等委員会は３名で構成され、３名全員が社外取締役であります。監査等委員は監査等委員会で定

められた監査方針、監査計画に基づいて、取締役会及び重要な会議への出席を通じ、取締役や執行役員等から

業務執行の報告を受け、職務執行の適正や効率性の監査を行っております。内部監査室が行った監査の報告を

定期的に受けるほか、会計監査人とは、四半期毎に会計監査の報告を受け、適宜意見交換を行っております。

当事業年度において当社は監査等委員会を月１回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次

のとおりであります。

氏名 開催回数 出席回数

市橋　卓 12 12

杉原　悠介 12 12

川眞田　啓介(注)１ ２ ２

大原　多鶴 (注)２ 10 10
 

(注)１．2024年12月24日開催の第41回定時株主総会終結の時をもって退任しております。

２．2024年12月24日開催の第41回定時株主総会において選任され、出席状況は就任後の回数を記載して

おります。

 
監査等委員会の具体的な主な検討事項は、監査方針や監査計画の策定、会計監査人の監査の方法及び結果の

相当性、会計監査人の評価及び再任可否、決算の監査等であります。また、監査等委員の活動として、日常業

務の監査及び取締役会に加え、重要な決裁書類等の閲覧等により、取締役による意思決定に至るプロセスや決

定内容の適法性、適正性、妥当性及び合理性について監査いたしました。監査等委員の知見に関しましては、

監査等委員である取締役　市橋卓は、弁護士の資格を有しており、専門的見地からの知識及び経験を有するも

のであります。監査等委員である取締役　杉原悠介は、弁護士の資格を有しており、専門的見地からの知識及

び経験を有するものであります。監査等委員である取締役　大原多鶴は、公認会計士の資格を有しており、財

務及び会計に関する相当の知見を有するものであります。

 
② 内部監査の状況

当社は、内部監査専門の部署として、内部監査室を設置しており常勤の専任担当者が年間の計画に基づい

て、内部監査を実施する体制をとっております。会計・業務・事業リスク・コンプライアンス等の内部監査を

実施し、被監査部門に対し助言及び改善状況の確認を行っております。監査結果は、代表取締役、取締役会、

監査等委員会、経営会議、リスク・コンプライアンス委員会に報告しております。また、内部監査及び内部統

制の実効性を高め、かつ全体としての内部監査及び内部統制の質的向上と連携及び相互補完を図るため、内部

監査室、監査等委員会、会計監査人のそれぞれが定期的に打ち合わせを行い、相互の連携強化に努めておりま

す。

 
③ 会計監査の状況

a. 監査法人の名称

フロンティア監査法人

b. 継続監査期間

2018年９月期以降

c. 業務を執行した公認会計士

藤井　幸雄

酒井　俊輔

d. 監査業務に係る補助者の構成

公認会計士６名、その他４名

e. 監査法人の選定方針と理由

当社は、会計監査人の選定方針は定めていませんが、監査日数、人員配置並びに前事業年度の監査実績の

検証及び評価等を実施した上で決定しています。

選任した理由は、長年にわたる企業会計監査の実績を有し、会計監査人として必要な専門性と独立性、並

びに職業的専門家としての適時適切な監査判断を可能とする体制を整えていると判断したためであります。

会計監査人に会社法第340条第１項各号（下記）のいずれかに該当する事由が認められる場合は、監査等
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委員会が監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の

職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する

議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき当該議案を株主総会に提案することといたします。

会社法第340条第１項各号

1.職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき

2.会計監査人としてふさわしくない非行があったとき

3.心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき

f. 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価

監査等委員会は、監査法人との意見交換を通じて、専門性、独立性、品質管理体制について総合的に評価

検証を行っております。監査計画から監査の手続きの内容について評価した結果、フロンティア監査法人が

当社の会計監査人として選任することが適当であると判断しております。

 
④　監査報酬の内容等

a. 監査公認会計士等に対する報酬
 

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

50,000 ― 35,500 ―
 

(注)前事業年度の監査証明業務に基づく報酬には、当社の過年度訂正に係る監査業務に対する報酬24,000千円を含んで

おり、当事業年度の監査証明に基づく報酬には、当社の過年度訂正に係る監査業務に対する報酬9,500千円を含んで

おります。

 
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（a.を除く）

該当事項はありません。

 
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

　

d. 監査報酬の決定方針

会計監査人の報酬は、会社法第399条第１項に基づき取締役会が監査等委員会の同意を得て決定しております。

　

e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会

計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切かどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監

査人の報酬等の額について検討した結果、会社法第399条第１項の同意を行っております。
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(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、2021年10月27日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決

議しております。

取締役の報酬等の額については、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締

役で区分し、それぞれ株主総会において承認された報酬総額の限度額内で、各取締役の果たすべき責務の評

価・業績を勘案しながら取締役の報酬等の額及びその算定方法の決定に関する方針について原案を代表取締

役が作成しております。

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

a.　報酬に関する基本方針

当社取締役の報酬は企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能することを目的とした報

酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針と

します。具体的には、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬によって構成する。

b.　基本報酬（金銭報酬）に関する方針

当社の取締役の基本報酬は固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、会社業績との連動性を確保

し、職責と成果を反映して総合的に決定する。

c.　業績連動報酬の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針

当社は、2025年12月23日開催の第42回定時株主総会において、事後交付型業績連動型株式報酬制度を導

入しております。本制度は、対象取締役ごとに、基準となる株式数、評価期間および業績評価指標をあら

かじめ設定し、当該業績評価指標の達成度等に応じて、対象取締役の報酬等として当社普通株式を交付す

る業績連動型の報酬制度です。本制度に基づき交付する当社普通株式の数は、業績評価指標の達成度合い

に応じて、報酬等の上限として年200,000株以内とし、これに対応する金銭報酬債権の額は、３事業年度

の合計で100百万円以内とするものです。

d.　非金銭報酬等に関する方針

当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、非金銭

報酬として譲渡制限株式を付与するものとし、付与数は役位に応じて決定する。

e.　金銭報酬及び非金銭報酬等の割合の決定に関する方針

取締役報酬の構成割合については、当社と同程度の事業規模や関連業種・業態の報酬水準を踏まえ、株

主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最適な支給割合となることを方

針とする。

f.　報酬等の付与時期や条件に関する方針

金銭報酬の支給時期等については、決定された報酬額は年俸とし、その支給時期は株主総会において選

任された日の翌月から任期満了の月まで、12カ月にわたって定期同額で月額報酬として支給する。一方、

非金銭報酬の支給時期等については、取締役会の決定によるものとする。

g.　決定の全部または一部の第三者への委任に関する事項

個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役にその具体的内容の決定を委任するもの

とし、代表取締役は、当社の業績等も踏まえ、株主総会で承認された報酬等の総額の範囲内において、各

取締役の役位、職責、実績等に応じて決定する。また、決定した個人別の報酬額については、代表取締役

が監査等委員である取締役へ説明を行うものとする。

 
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、2023年12月26日開催の第40回定時株主総会

において、年額60百万円以内（うち、社外取締役分を年額10百万円以内。ただし、使用人分給与は含まな

い。）と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は４名（監査等委員である取

締役を除く。）です。また、取締役に当社の企業価値の持続的な向上をはかるインセンティブを与えるとと

もに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有をはかることを目的として、2019年12月23日開催の第36回定

時株主総会において、上記の報酬枠とは別枠で、年額30百万円の範囲内で譲渡制限付株式の付与のための報

酬を支給する譲渡制限付株式報酬制度の導入について承認をいただいております。当該定時株主総会終結時

点の取締役の員数は４名（監査等委員である取締役を除く）です。

監査等委員である取締役の報酬限度額は、2017年12月20日開催の第34回定時株主総会において、年額20百

万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は３名で

す。
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なお、2025年12月23日開催の第42回定時株主総会において、年額120百万円以内（うち、社外取締役分を

年額20百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

 
当事業年度の報酬等の額につきましては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長の川倉歩が取締

役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の固定報酬の額を決定しております。

これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の実績評価を行うには代表取締役

が最も適しているためであります。代表取締役は当該権限を適切に行使するために指名委員会に諮問し、答

申を受けた上で個人別の報酬額を決定しております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決

定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針

に沿うものであると判断しております。

 
②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 役員区分
報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数
(名)固定報酬

業績連動
報酬

非金銭
報酬等

退職慰労金

 
取締役
(監査等委員及び社外取
締役を除く。)

35,924 35,900 ― 24 ― 4

 
取締役（監査等委員）
(社外取締役を除く。)

― ― ― ― ― ―

 社外役員 15,450 15,450 ― ― ― 6
 

（注）１ 報酬等の額には、2024年12月24日開催の第41回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役（監査等

委員である取締役を除く。）３名及び監査等委員である取締役１名、2025年８月27日付けで辞任した社

外取締役１名に対する報酬等の額を含めております。

２ 非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当事業年度における費用計上額を記載しておりま

す。

 
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④ 使用人兼務役員の使用人給与

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社イメージワン(E02922)

有価証券報告書

 44/102



 

(5) 【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は専ら株式の価値の変動または株式にかかる配当によって利益を受けることを目的として保有する場合に

は純投資目的である投資株式として区分し、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式として区分してお

ります。

 
②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の

内容

株式の政策保有は、当該株式が成長戦略に則った業務提携関係の維持・強化に繋がり、当社の中長期的な企

業価値の向上に資すると判断した場合について、保有していく方針です。保有先企業の財政状態、経営成績及

び株価、配当等の状況を確認し、政策保有の継続の可否について定期的に検討を行い、取締役会が保有の是非

を決定しております。

 
ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

 

 
銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

非上場株式 2 10

非上場株式以外の株式 ― ―
 

 
（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

 

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額(千円)

株式数の増加の理由

非上場株式 ― ― ―

非上場株式以外の株式 ― ― ―
 

 
（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

 

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額(千円)

非上場株式 1 1,762

非上場株式以外の株式 ― ―
 

 
ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

該当事項はありません。
 

みなし保有株式

該当事項はありません。

 
③　保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

 
④　当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 
⑤　当事業年度の前４事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変

更したもの

該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

 

１　財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて

作成しております。

 
２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度(2024年10月１日から2025年９月30日まで)の

財務諸表について、フロンティア監査法人による監査を受けております。

 

３　連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表は作成しておりません。

 
４　財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容を適

切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計

基準機構へ加入しております。
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１ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2024年９月30日)
当事業年度

(2025年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 553,823 562,690

  電子記録債権 ― 2,530

  売掛金 68,724 60,262

  商品 35,173 17,482

  仕掛品 50,867 31,251

  貯蔵品 710 ―

  販売用不動産 17,352 ―

  未収消費税等 119,515 ―

  前渡金 16,647 26,908

  仮払金 ※3  399,999 ※3  374,329

  前払費用 28,120 26,667

  その他 21 20

  貸倒引当金 △2,536 △1,995

  流動資産合計 1,288,419 1,100,148

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） ※5  0 ※5  0

   機械及び装置（純額） ※5  0 ※5  0

   工具、器具及び備品（純額） ※5  0 ※5  0

   その他（純額） ※5  0 ※5  0

   有形固定資産合計 0 0

  無形固定資産   

   ソフトウエア 6,366 2,497

   その他 0 0

   無形固定資産合計 6,366 2,497

  投資その他の資産   

   長期前払費用 7,483 6,772

   投資有価証券 213,491 253,804

   関係会社株式 0 0

   長期預け金 22,414 ―

   長期滞留債権 ※2  210,145 ※2  206,275

   その他 31,056 29,312

   貸倒引当金 △210,145 △206,275

   投資その他の資産合計 274,447 289,888

  固定資産合計 280,813 292,386

 資産合計 1,569,233 1,392,535
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(2024年９月30日)
当事業年度

(2025年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 51,735 19,120

  1年内返済予定の長期借入金 10,080 6,160

  未払金 75,119 16,430

  未払費用 12,193 10,393

  未払法人税等 16,049 17,879

  製品保証引当金 1,503 1,813

  前受金 ※1  18,829 ※1  15,526

  預り金 3,065 3,530

  仮受金 ※3  607,879 ※3  565,367

  賞与引当金 19,376 11,884

  その他 9,395 2,458

  流動負債合計 825,228 670,565

 固定負債   

  長期借入金 6,160 ―

  退職給付引当金 2,141 1,781

  繰延税金負債 166 2,489

  固定負債合計 8,468 4,270

 負債合計 833,696 674,836

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,777,882 3,027,877

  資本剰余金   

   資本準備金 1,390,548 1,640,543

   資本剰余金合計 1,390,548 1,640,543

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 △3,321,293 △3,880,627

   利益剰余金合計 △3,321,293 △3,880,627

  自己株式 △111,977 △111,977

  株主資本合計 735,159 675,816

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 378 5,408

  評価・換算差額等合計 378 5,408

 新株予約権 ― 36,474

 純資産合計 735,537 717,698

負債純資産合計 1,569,233 1,392,535
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②【損益計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自 2023年10月１日
　至 2024年９月30日)

当事業年度
(自 2024年10月１日
　至 2025年９月30日)

売上高 ※1  1,563,081 ※1  866,599

売上原価 ※3  1,678,982 ※3  616,362

売上総利益又は売上総損失（△） △115,901 250,236

販売費及び一般管理費 ※4,5  728,913 ※4,5  660,620

営業損失（△） △844,815 △410,383

営業外収益   

 受取利息 ※2  3,508 ※2  2,166

 受取配当金 75 75

 受取手数料 6,334 486

 受取遅延損害金 4,165 ―

 雑収入 2,354 2,511

 その他 508 32

 営業外収益合計 16,945 5,271

営業外費用   

 支払利息 379 196

 支払手数料 11,751 20,724

 投資事業組合運用損 11,640 14,616

 貸倒引当金繰入額 3,142 2,129

 消費税差額 9,157 ―

 株式交付費 ― 4,622

 その他 1,824 436

 営業外費用合計 37,895 42,726

経常損失（△） △865,765 △447,838

特別利益   

 固定資産売却益 ※6  66,105 ―

 受取保険金 ※7  54,133 ―

 契約解約益 ※8  140,619 ※8  42,504

 関係会社清算益 1,512 ―

 特別利益合計 262,371 42,504

特別損失   

 減損損失 ※9  30,961 ※9  15,196

 固定資産除却損 ※10  0 ※10  0

 システム解約損失 ※11  20,700 ―

 特別調査費用 ※12  95,673 ※12  5,361

 過年度決算修正対応費用 ※13  39,337 ※13  17,103

 契約解約損 ※14  95,082 ※14  25,410

 課徴金 ― ※15  65,070

 訴訟費用 ― ※16  21,381

 特別損失合計 281,755 149,522

税引前当期純損失（△） △885,149 △554,857

法人税、住民税及び事業税 4,476 4,476

法人税等合計 4,476 4,476

当期純損失（△） △889,625 △559,333
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【売上原価明細書】

  

前事業年度

（自　2023年10月１日

   至　2024年９月30日）

当事業年度

（自　2024年10月１日

   至　2025年９月30日）

区分
注記

番号

金額

（千円）

構成比

（%）

金額

（千円）

構成比

（%）

      

Ⅰ材料費  804,731 88.9 387,877 74.2

Ⅱ労務費  30,737 3.4 20,918 4.0

Ⅲ外注費  38,350 4.2 87,842 16.8

Ⅳ経費  31,790 3.5 26,003 5.0

  当期総製造費用  905,610 100.0 522,642 100.0

 期首仕掛品棚卸高  35,986  50,867  

 期首仕掛販売用不動産棚卸
高

 578,000  ―  

         合計  1,519,597  573,509  

 期末仕掛品棚卸高  50,867  31,251  

 当期製品製造原価  1,468,730  542,257  

 期首商品棚卸高  42,483  35,173  

 期首販売用不動産棚卸高  26,460  17,352  

  当期商品仕入高  195,635  39,061  

　他勘定受入高 ※１ ―  0  

         合計  1,733,308  633,844  

 他勘定振替高 ※２ 1,800  ―  

 期末商品棚卸高 ※３ 35,173  17,482  

 期末販売用不動産棚卸高  17,352  ―  

  当期売上原価  1,678,982  616,362  
 

　
※１ 他勘定受入高の内容は、次のとおりであります。

 
項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)

有形固定資産からの受入高 ― 0

計 ― 0
 

 
※２ 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

 
項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)

有形固定資産への振替高 1,800 ―

計 1,800 ―
 

 
※３ 商品期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切り下げ後の金額であり、売上原価には以下のものが含まれており

ます。

 
項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)

商品評価損 346,004 7,999
 

 
（原価計算の方法）

　当社の原価計算は、個別原価計算であります。
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③【株主資本等変動計算書】

 前事業年度(自 2023年10月１日　至 2024年９月30日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

その他

利益剰余金 利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 2,777,882 1,390,548 1,390,548 △2,431,668 △2,431,668

当期変動額      

当期純損失（△）    △889,625 △889,625

新株予約権の失効      

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

     

当期変動額合計 ― ― ― △889,625 △889,625

当期末残高 2,777,882 1,390,548 1,390,548 △3,321,293 △3,321,293
 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券評

価差額金

評価・換算差額等

合計

当期首残高 △111,977 1,624,784 ― ― 23,775 1,648,559

当期変動額       

当期純損失（△）  △889,625    △889,625

新株予約権の失効     △23,775 △23,775

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

  378 378  378

当期変動額合計 ― △889,625 378 378 △23,775 △913,022

当期末残高 △111,977 735,159 378 378 ― 735,537
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 当事業年度(自 2024年10月１日　至 2025年９月30日)

 (単位：千円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

その他

利益剰余金 利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 2,777,882 1,390,548 1,390,548 △3,321,293 △3,321,293

当期変動額      

新株の発行 249,995 249,995 249,995   

新株予約権の発行      

当期純損失（△）    △559,333 △559,333

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

     

当期変動額合計 249,995 249,995 249,995 △559,333 △559,333

当期末残高 3,027,877 1,640,543 1,640,543 △3,880,627 △3,880,627
 

 

 

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券評

価差額金

評価・換算差額等

合計

当期首残高 △111,977 735,159 378 378 ― 735,537

当期変動額       

新株の発行  499,990    499,990

新株予約権の発行     36,474 36,474

当期純損失（△）  △559,333    △559,333

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額）

  5,030 5,030  5,030

当期変動額合計 ― △59,342 5,030 5,030 36,474 △17,838

当期末残高 △111,977 675,816 5,408 5,408 36,474 717,698
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④ 【キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前事業年度
(自 2023年10月１日
　至 2024年９月30日)

当事業年度
(自 2024年10月１日
　至 2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前当期純損失（△） △885,149 △554,857

 減価償却費 8,671 5,120

 減損損失 30,961 15,196

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,983 1,589

 受取利息及び受取配当金 △3,583 △2,241

 支払利息 379 196

 固定資産除却損 0 0

 固定資産売却損益（△は益） △66,105 -

 売上債権の増減額（△は増加） 70,243 5,931

 棚卸資産の増減額（△は増加） △7,533 37,737

 販売用不動産の増減額（△は増加） 7,575 16,380

 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） 578,000 -

 仕入債務の増減額（△は減少） △22,509 △32,615

 賞与引当金の増減額（△は減少） △1,679 △7,491

 製品保証引当金の増減額（△は減少） △2,751 309

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,897 △359

 前受金の増減額（△は減少） 6,203 △3,302

 前渡金の増減額（△は増加） 229,268 △10,261

 未収消費税等の増減額（△は増加） △119,515 119,515

 未収入金の増減額（△は増加） 353 6

 未払金の増減額（△は減少） 8,158 △36,274

 未払消費税等の増減額（△は減少） △103,363 △6,936

 投資事業組合運用損益（△は益） 11,640 14,616

 特別調査費用 95,673 5,361

 過年度決算修正対応費用 39,337 17,103

 契約解約益 △140,619 △42,504

 契約解約損 95,082 25,410

 関係会社清算損益（△は益） △1,512 -

 訴訟費用 - 21,381

 課徴金 - 65,070

 その他 △1,792 13,239

 小計 △186,447 △332,678

 利息及び配当金の受取額 441 111

 利息の支払額 △364 △182

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △7,028 △4,481

 仮受金の受取額 121,185 -

 特別調査費用の支払額 △95,673 △5,361

 過年度決算修正対応費用の支払額 △39,337 △17,103

 訴訟費用の支払額 - △22,713

 課徴金の支払額 - △65,070

 営業活動によるキャッシュ・フロー △207,224 △447,479
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           (単位：千円)

          前事業年度
(自 2023年10月１日
　至 2024年９月30日)

当事業年度
(自 2024年10月１日
　至 2025年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △5,686 △1,801

 有形固定資産の売却による収入 170,050 -

 投資有価証券の取得による支出 △222,814 △77,375

 投資有価証券の売却による収入 - 1,762

 無形固定資産の取得による支出 △17,763 △10,150

 定期預金の払戻による収入 50,000 -

 保証金の差入による支出 △492 △1,500

 保証金の回収による収入 29 -

 短期貸付けによる支出 △10,000 -

 短期貸付金の回収による収入 10,000 -

 関係会社の清算による収入 1,512 -

 投資事業組合からの分配による収入 - 28,036

 投資活動によるキャッシュ・フロー △25,164 △61,028

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入金の返済による支出 △13,075 △10,080

 株式の発行による収入 - 495,367

 新株予約権の発行による収入 - 32,086

 自己新株予約権の取得による支出 △23,775 -

 財務活動によるキャッシュ・フロー △36,850 517,374

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △269,239 8,867

現金及び現金同等物の期首残高 823,062 553,823

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  553,823 ※1  562,690
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１　有価証券の評価基準及び評価方法

関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等　 移動平均法による原価法

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券と

みなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

 
２　棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法（貸借対照表価額は、収益性低下に基づく簿価切り下げの方法）により算定。

商品　　　　　　 移動平均法による原価法

仕掛品　　　　　 個別法による原価法

貯蔵品　　　　　 最終仕入原価法による原価法

　販売用不動産　　 個別法による原価法

　仕掛販売用不動産 個別法による原価法

 
３　固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、2016年４月以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を

採用しております。

また、太陽光発電設備に係る機械装置については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　　　　　　　　　８年～15年

機械及び装置　　　　　　　17年

工具、器具及び備品　　　　４年～15年

(2)無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

ソフトウエア

市場販売目的のソフトウエアについては、３年以内の定額法としております。

自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法としております。

(3)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

 

４　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
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５　引当金の計上基準

(1)貸倒引当金　　　 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

 
(2)退職給付引当金　 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、簡

便法により計上しております。

 
(3)製品保証引当金　 契約に基づき保証期間内の製品を無償で修理・交換する費用の支出に備えるため、過去の実

績を基礎として算出した修理・交換費用の見積額を製品の販売時に計上しております。

 

(4)賞与引当金　　　 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上して

おります。

 

６　収益及び費用の計上基準

当社は顧客との契約から生じる収益として、ヘルスケアソリューション事業、地球環境ソリューション事業を

行っており、これらの事業から生じる収益は顧客との契約に従い計上しております。

イ．ヘルスケアソリューション事業

ヘルスケアソリューション事業は、主にメディカルシステム分野、メディカルサプライ分野を展開してお

り、メディカルシステム分野においては「PACS」関連の販売等、メディカルサプライ分野においては医療商材

の販売等から構成されており、主な収益ごとに以下のとおり収益を認識しております。

(メディカルシステム分野)

メディカルシステム分野は、主に「PACS」の製造販売及び保守等を行う事業であり、顧客との販売契約に基

づき、当該商品又は製品の引き渡しを行う義務を負っております。「PACS」の販売における履行義務は、当該

商品又は製品が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引き渡し時点において収益を計上しており

ます。また、保守運用につきましては、当該サービスの提供を通じて一定の期間にわたり収益認識を行ってお

ります。

(メディカルサプライ分野)

メディカルサプライ分野は、主に医療商材の仕入販売等を行う事業であり、顧客との契約に基づいて、商品

又は製品を引き渡す履行義務を負っており、商品又は製品を顧客が検収した時点で顧客に支配が移転し履行義

務が充足されることから、検収時に収益を認識しております。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指

針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は

製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しておりま

す。

ロ．地球環境ソリューション事業

地球環境ソリューション事業は、主にエネルギー分野、GEOソリューション分野、ESG分野を展開しており、

エネルギー分野においては太陽光発電所の仕入販売等、GEOソリューション分野においては三次元画像処理ソフ

トウェアの販売等、ESG分野においては再生バッテリーのレンタル等から構成されており、主な収益ごとに以下

のとおり収益を認識しております。

(エネルギー分野)

エネルギー分野は、主に太陽光発電所の仕入販売等を行う事業であり、顧客との販売もしくは譲渡契約に基

づき、当該物件の引き渡しを行う義務を負っております。当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足さ

れるものであり、当該引き渡し時点において収益を計上しております。

(GEOソリューション分野)

GEOソリューション分野は、主に三次元画像処理ソフトウェアの販売等を行う事業であり、顧客との契約に基

づいて、商品又は製品を引き渡す履行義務を負っており、商品又は製品を顧客が検収した時点で顧客に支配が

移転し履行義務が充足されることから、検収時に収益を認識しております。

(ESG分野)

ESG分野は、主に空気清浄機の販売、レンタル等を行う事業であり、レンタルについては、契約に定められた

期間にわたり顧客に役務を提供する義務を負っており、当該履行義務は時の経過につれて充足されることか

ら、当該契約期間に応じて収益を認識しております。
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７　キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。

 
８　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

控除対象外消費税等は、発生事業年度の期間費用としております。

 
(重要な会計上の見積り)

１．有形固定資産及び無形固定資産の減損

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

(千円)

 前事業年度 当事業年度

有形固定資産 5,743 2,081

無形固定資産 25,218 9,869

投資その他の資産 ― 3,245

減損損失 30,961 15,196
 

 
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社は、事業区分をもとに概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位によって資産のグルーピン

グを行っております。遊休資産については、個別物件ごとにグルーピングを行っております。

当社は、固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから得

られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失として計上しております。

また、固定資産の減損の要否の判定において、将来キャッシュ・フロー及び中期成長率等について一定の仮定

を設定しております。

なお、これらの仮定は、将来の不確実な経済状況及び会社の経営状況等の影響を受け、翌事業年度以降の財務

諸表に重要な影響を与える可能性があります。

 
２．貸倒引当金

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

(千円)

 前事業年度 当事業年度

貸倒引当金（流動） △2,536 △1,995

貸倒引当金（固定） △210,145 △206,275
 

 
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、損失の見積額について、貸倒引当金を計上しております。

一般債権は、貸倒実績率法により、貸倒懸念債権及び破産更生債権は、債権額から回収見込額を減額し、その

残額について債務者の財政状態及び経営成績を考慮して貸倒見積額を算定する財務内容評価法に基づきそれぞれ

引当金を計上しております。

損益が継続して赤字となっている創イノベーション株式会社に対する長期滞留債権の貸倒引当金(固定)につき

ましては、前事業年度において当該会社に対する長期滞留債権全額の148,455千円、当事業年度においては長期

滞留債権全額の150,585千円を計上しております。同じく、医療法人社団昌医会に対して前事業年度36,755千

円、当事業年度36,755千円を計上、医療法人社団良弘会に対して前事業年度8,184千円、当事業年度8,184千円を

計上、株式会社イノベーションに対して前事業年度5,470千円、当事業年度5,470千円を計上しております。

なお、相手先の財政状況が悪化した場合、翌事業年度以降の財務諸表に重要な影響を与える可能性がありま

す。

 

EDINET提出書類

株式会社イメージワン(E02922)

有価証券報告書

 57/102



 

(会計方針の変更)

(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下「2022年改正

会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第20―３

項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28

号　2022年10月28日。）第65―２項（２）ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。

なお、当該会計方針の変更による財務諸表への影響はありません。

 
(未適用の会計基準等)

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年９月13日）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日）

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

(1) 概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全ての

リースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検

討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての

定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号

の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されまし

た。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナン

ス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減

価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

(2) 適用予定日

2028年９月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

 
(表示方法の変更)

(貸借対照表)

前事業年度において、金額が少額であったことから、本来は別掲すべき「繰延税金負債」を固定負債の「その

他」に含めて表示しておりました。当事業年度において当該金額が増加し、重要性が増したため、本来の表示区分

に従い「繰延税金負債」として別掲することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度

の財務諸表の組替を行っております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、固定負債の「その他」に表示していた166千円は、「繰延税金負

債」として組替しております。

 
(損益計算書)

前事業年度において、金額が少額であったことから、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「雑

収入」は重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるた

め、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、営業外収益の「その他」に表示していた2,862千円は、「雑収入」

2,354千円及び「その他」508千円として組替しております。
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(追加情報)

１．（アリスタゴラVCイスラエル・テクノロジーL.P.（ファンド）への出資）

当社が出資するアリスタゴラVCイスラエル・テクノロジーL.P.（ファンド）は主としてイスラエルのスタート

アップ企業と日本企業との連携ニーズ拡大を背景に、イスラエルの先端テクノロジーに投資を行うケイマン籍のリ

ミテッドパートナーシップ形態のファンドです。

本ファンドはキャピタルコール方式をとっており、当社の出資コミットは3,000,000米ドルであります。

本ファンドは当社に対し2,070,000米ドルのキャピタルコールを行っており、当社は2,070,000米ドルを既に出資

し固定資産の投資その他の資産の投資有価証券に253,794千円を計上しております。

なお、本ファンドはキャピタルコール方式をとっていることから、当社に対しキャピタルコールの未実行額

930,000米ドルが存在し、その実行時期については未定であります。

本ファンドに出資することで、本ファンドの出資先・出資候補先だけでなく、本ファンドのジェネラル・パート

ナーが接した全ての企業の情報を効率的に得られることから当社の事業領域であるヘルスケア事業において、適合

する優良な企業との協業検討が可能になります。

 

２．（係争事件の発生）

(1) 当社は、以下のとおり2024年９月６日に訴訟を提起され、2024年９月27日に訴状の送達を受けました。

①　訴訟の概要

株式会社プロスパーアセットが、当社に対して、主位的請求としてバッテリーモジュールの引き渡し並びに

レンタル料相当損害金及びレンタル料の支払、予備的請求としてバッテリーモジュールが返還不能の場合にお

けるバッテリーモジュールの買取代金及びレンタル料の支払を求めて動産引渡請求訴訟を提起しました。

②　訴訟を提起した者の概要

名称：株式会社プロスパーアセット

所在地：東京都港区北青山二丁目７番26号

代表者の役職・氏名：代表取締役　齋藤栄大

③　損害賠償請求金額（遅延損害金を除く）

16,220千円

④　今後の見通し

当社といたしましては、相手方の主張及びその根拠を精査した上で適切に対応してまいりますが、当社の責

任が否定されるよう法的正当性を主張・立証していくとともに、当社の取り得る法的な手段等を検討し、対処

してまいる所存です。

なお、今後の業績に与える影響については、現時点では予測することは困難であります。

 
(2) 当社は、以下のとおり2024年９月12日に訴訟を提起され、2024年９月25日に訴状の送達を受けました。

①　訴訟の概要

株式会社ワンダーランドが、バッテリーモジュールの販売業者及び当社を共同被告として、バッテリーモ

ジュールの売買契約及びレンタル契約の締結に関連する損害賠償を求めて損害賠償請求訴訟を提起しました。

②　訴訟を提起した者の概要

名称：株式会社ワンダーランド

所在地：神奈川県川崎市川崎区千鳥町７番１号No.３―２

代表者の役職・氏名：代表取締役　村上和彦

③　損害賠償請求金額（遅延損害金を除く）

20,680千円

④　今後の見通し

株式会社ワンダーランドが東京地方裁判所に提出した2024年９月12日付け訴状からでは、その主張の詳細は

判然といたしませんので、今後、株式会社ワンダーランドの主張を精査して適切に対応してまいりますが、当

社はあくまでも本蓄電池取引において、株式会社ワンダーランドからバッテリーモジュールのレンタルを受け

た立場であり、当社の責任が否定されるよう法的正当性を主張・立証していくとともに、当社の取り得る法的

な手段等を検討し、対処してまいる所存です。

なお、今後の業績に与える影響については、現時点では予測することは困難であります。
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(3) 当社は、以下のとおり2024年10月21日に訴訟を提起され、2024年10月28日に訴状の送達を受けました。

①　訴訟の概要

株式会社ケイ・アイ・シーが、バッテリーモジュールの販売業者、本蓄電池取引に関与した業者及び当社、

並びに取引時点において販売業者の代表取締役であった個人及び当該取引時点における当時の当社の代表取締

役であった個人を共同被告として、バッテリーモジュールの売買契約及びレンタル契約の締結に関連する損害

賠償を求めて損害賠償請求訴訟を提起しました。

②　訴訟を提起した者の概要

名称：株式会社ケイ・アイ・シー

所在地：東京都中央区東日本橋２丁目４番１号

代表者の役職・氏名：代表取締役　井上浩二

③　損害賠償請求金額（遅延損害金を除く）

49,852千円

④　今後の見通し

当社といたしましては、今後、相手方の主張及びその根拠を精査した上で適切に対応してまいりますが、当

社はあくまでも本蓄電池取引において、株式会社ケイ・アイ・シーからバッテリーモジュールのレンタルを受

けた立場であり、当社の責任が否定されるよう法的正当性を主張・立証していくとともに、当社の取り得る法

的な手段等を検討し、対処してまいる所存です。

なお、今後の業績に与える影響については、現時点では予測することは困難であります。

 
（4）当社は、以下のとおり2024年12月23日に訴訟を提起され、2025年１月24日に訴状の送達を受けました。

①　訴訟の概要

株式会社WEBLAが、バッテリーモジュールの販売元、販売元の現代表取締役（当該取引時点における当時の当

社代表取締役）、蓄電池取引に関与した法人２社、当該法人のうち１社の代表者及び当社を共同被告として、

バッテリーモジュールの売買契約及びレンタル契約の締結に関連する損害賠償を求めて損害賠償請求訴訟を提

起しました。

②　訴訟を提起した者の概要

名称：株式会社WEBLA

所在地：東京都千代田区神田駿河台２丁目11番16 さいかち坂ビル202号室

代表者の役職・氏名：代表取締役　小山大介

③　損害賠償請求金額（遅延損害金を除く）

294,671千円

④　今後の見通し

当社といたしましては、今後、相手方の主張及びその根拠を精査した上で適切に対応してまいりますが、当

社はあくまでも本蓄電池取引において、株式会社WEBLAからバッテリーモジュールのレンタルを受けた立場であ

り、当社の責任が否定されるよう法的正当性を主張立証していくとともに、当社の取り得る法的な手段等を検

討し、対処してまいる所存です。

なお、今後の業績に与える影響については、現時点では予測することは困難であります。

 
（5）当社は、以下のとおり2025年１月14日に訴訟を提起され、2025年２月５日に訴状の送達を受けました。

①　訴訟の概要

日本粉末薬品株式会社が、当社を被告として、バッテリーモジュールの売買契約及びレンタル契約の締結に

関連する損害賠償を求めて損害賠償請求訴訟を提起しました。

②　訴訟を提起した者の概要

名称：日本粉末薬品株式会社

所在地：大阪府大阪市中央区道修町二丁目５番11号

代表者の役職・氏名：代表取締役　桑野彰一

③　損害賠償請求金額（遅延損害金を除く）

53,900千円
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④　今後の見通し

当社といたしましては、今後、相手方の主張及びその根拠を精査した上で適切に対応してまいりますが、当

社はあくまでも本蓄電池取引において、日本粉末薬品株式会社からバッテリーモジュールのレンタルを受けた

立場であり、当社の責任が否定されるよう法的正当性を主張立証していくとともに、当社の取り得る法的な手

段等を検討し、対処してまいる所存です。

なお、今後の業績に与える影響については、現時点では予測することは困難であります。

 
（6）当社は、以下のとおり2025年２月５日に訴訟を提起され、2025年２月14日に訴状の送達を受けました。

①　訴訟の概要

城北ヤクルト販売株式会社が、バッテリーモジュールの販売業者、当該販売業者の元代表取締役及び現代表

取締役（当該取引時点における当時の当社代表取締役）、本件蓄電池取引に関与した法人、当該法人の代表

者、当社の元当該事業部長、当社の元業務委託先の代表者及び当社を共同被告として、バッテリーモジュール

の売買契約及びレンタル契約の締結に関連する損害賠償を求めて損害賠償請求訴訟を提起しました。

②　訴訟を提起した者の概要

名称：城北ヤクルト販売株式会社

所在地：東京都足立区千住宮元町30番４号

代表者の役職・氏名：代表取締役　大久保毅一

③　損害賠償請求金額（遅延損害金を除く）

182,704千円

④　今後の見通し

当社といたしましては、今後、相手方の主張及びその根拠を精査した上で適切に対応してまいりますが、当

社はあくまでも本蓄電池取引において、城北ヤクルト販売株式会社からバッテリーモジュールのレンタルを受

けた立場であり、当社の責任が否定されるよう法的正当性を主張立証していくとともに、当社の取り得る法的

な手段等を検討し、対処してまいる所存です。

なお、今後の業績に与える影響については、現時点では予測することは困難であります。

 
（7）当社は、以下のとおり2025年３月28日に訴訟を提起され、2025年４月10日に訴状の送達を受けました。

①　訴訟の概要

株式会社Y・Aホールディングスが、バッテリーモジュールの販売業者、当該販売業者の元代表取締役及び元

取締役並びに現代表取締役（当該取引時点における当時の当社代表取締役）、本蓄電池取引に関与した法人、

当社の元取締役ら７名、当社の現代表取締役及び当社の現取締役１名並びに当社を共同被告として、バッテ

リーモジュールの売買契約及びレンタル契約の締結に関連する損害賠償を求めて損害賠償請求訴訟を提起しま

した。

②　訴訟を提起した者の概要

名称：株式会社Y・Aホールディングス

所在地：大阪府東大阪市荒本北２丁目２番47号

代表者の役職・氏名：代表取締役　竹原正敏

③　損害賠償請求金額（遅延損害金を除く）

62,315千円

④　今後の見通し

当社といたしましては、今後、相手方の主張及びその根拠を精査した上で適切に対応してまいりますが、当

社はあくまでも本蓄電池取引において、株式会社Y・Aホールディングスからバッテリーモジュールのレンタル

を受けた立場であり、当社の責任が否定されるよう法的正当性を主張・立証していくとともに、当社の取り得

る法的な手段等を検討し、対処してまいる所存です。

なお、今後の業績に与える影響については、現時点では予測することは困難であります。
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（8）当社は、以下のとおり2025年９月２日に訴訟を提起され、2025年９月11日に訴状の送達を受けました。

①　訴訟の概要

株式会社ステイワンが、当社を被告としてバッテリーモジュールの売買契約に関連する不当利益返還等を求

めて訴訟を提起しました。

②　訴訟を提起した者の概要

名称：株式会社ステイワン

所在地：大阪府大阪市北区長柄東１丁目４番24号

代表者の役職・氏名：代表取締役　友井亮輔

③　不当利益返還等請求金額

22,660千円

④　今後の見通し

当社といたしましては、今後、相手方の主張及びその根拠を精査した上で適切に対応してまいりますが、当

社の責任が否定されるよう法的正当性を主張・立証していくとともに、当社の取り得る法的な手段等を検討

し、対処してまいる所存です。

なお、今後の業績に与える影響については、現時点では予測することは困難であります。

 
（9）当社は、以下のとおり2025年９月18日に訴訟を提起され、2025年９月29日に訴状の送達を受けました。

①　訴訟の概要

株式会社中村機材が、当社を被告としてバッテリーモジュールのレンタル契約に関連するレンタル料の支払

を求めて訴訟を提起しました。

②　訴訟を提起した者の概要

名称：株式会社中村機材

所在地：東京都江戸川区東小岩五丁目18番５号

代表者の役職・氏名：代表取締役　中村武史

③　レンタル料請求金額

7,040千円

④　今後の見通し

当社といたしましては、今後、相手方の主張及びその根拠を精査した上で適切に対応してまいりますが、当

社の責任が否定されるよう法的正当性を主張・立証していくとともに、当社の取り得る法的な手段等を検討

し、対処してまいる所存です。

なお、今後の業績に与える影響については、現時点では予測することは困難であります。

 
（10）当社は、以下のとおり2025年８月28日に訴訟を提起され、2025年10月７日に訴状の送達を受けました。

①　訴訟の概要

株式会社Tree Island及び株式会社Tree Islandの子会社である株式会社ＢＷＦtが、バッテリーモジュールの

販売事業社、当該業者の代表者である個人及び当社、並びに取引時点において本件販売業者の代表取締役で

あった個人及び当該時点において当社の代表取締役であった個人を共同被告としてバッテリーモジュールの売

買契約及びレンタル契約の締結に関連する損害賠償を求めて訴訟を提起しました。

②　訴訟を提起した者の概要

名称：株式会社Tree Island

所在地：東京都渋谷区恵比寿１丁目21番10号えびすアシストビル５階

代表者の役職・氏名：代表取締役　木島孝昌

名称：株式会社ＢＷＦt

所在地：東京都渋谷区恵比寿１丁目21番10号えびすアシストビル５階

代表者の役職・氏名：代表取締役　高橋恵梨奈

③　損害賠償請求金額（遅延損害金を除く）

25,894千円

④　今後の見通し

当社といたしましては、今後、相手方の主張及びその根拠を精査した上で適切に対応してまいりますが、当

社の責任が否定されるよう法的正当性を主張・立証していくとともに、当社の取り得る法的な手段等を検討

し、対処してまいる所存です。

なお、今後の業績に与える影響については、現時点では予測することは困難であります。
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(貸借対照表関係)

※１　顧客との契約から生じた契約負債の残高

顧客との契約から生じた契約負債は「前受金」に含まれております。契約負債の金額は、財務諸表「注記事項　

（収益認識関係）３．（１）契約負債の残高等」に記載しております。

 

※２　関係会社に対する金銭債権及び金銭負債（区分表示したものを除く）

 

 
前事業年度

(2024年９月30日)
当事業年度

(2025年９月30日)

長期貸付金 142,000千円 142,000千円

長期営業外未収入金 6,455千円 8,585千円
 

 
※３　偶発債務

当社は、2024年１月15日に受領した第三者委員会の調査報告書における調査結果を踏まえ、売上及び売上原価の

取消を行っております。これに伴い再生バッテリーを事業用ポータルバッテリーとしてリユースレンタルする環境

配慮型の事業に関する取引に関連して当社が当該取引先から受領した代金を仮受金に計上するとともに当該事業に

関連して当社が取引先へ支払った代金を仮払金として計上しております。

流動資産の「仮払金」に含まれる当該取引に係る残高及び流動負債の「仮受金」に含まれる当該取引に係る残高

はそれぞれ次のとおりであります。

 

  
前事業年度

(2024年９月30日)
当事業年度

(2025年９月30日)

仮払金 399,739千円 374,329千円

仮受金 607,871千円 565,367千円
 

当社は、当該業務に関して金員支払請求を求める訴訟を提訴されております。各訴訟の対応については、「(追加

情報)２．（係争事件の発生）」をご確認ください。

上記の訴訟事案を除く、その他の当該業務に関する取引についても第三者委員会による調査報告書の内容及び訴

訟事案への対応も踏まえ、当該取引先等と協議を行っていく予定です。

当該業務全般を対象とした今後の協議結果によって、上記の仮受金と仮払金との差額を超える負担が生じること

や訴訟結果により当社の経営成績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点でその影響額を合理的に見積もるこ

とは困難であります。

 
４　偶発債務

前事業年度（2024年９月30日）

開示記載違反に係る課徴金の発生

当社は、再生バッテリーを事業用ポータルバッテリーとしてリユースレンタルする環境配慮型の事業に関する取

引での売上処理等に不適切な会計処理について、第三者委員会の調査報告書における調査結果を踏まえ、2024年１

月31日付で過年度における有価証券報告書等を訂正いたしました。このため、今後、当社は金融庁から開示規制違

反に係る課徴金の納付命令を受ける可能性があります。

 
当事業年度（2025年９月30日）

該当事項はありません。

 
※５ 有形固定資産の減価償却累計額

 

 
前事業年度

(2024年９月30日)
当事業年度

(2025年９月30日)

有形固定資産の減価償却累計額 3,211千円 ―千円
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(損益計算書関係)

※１　顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して掲載しておりません。顧客と

の契約から生じる収益の金額は、［注記事項］（収益認識関係）１．顧客との契約から生じる収益を分解した情

報に記載しております。

 
※２ 関係会社との取引高

 

 
前事業年度

(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)

当事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)

営業取引以外の取引による取引高 2,487千円 2,129千円
 

 

※３ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額は、次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)

当事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)

商品評価損 237,519千円 7,999千円
 

 

※４　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)

当事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)

給料及び手当 241,730千円 227,534千円

退職給付費用 4,891千円 4,408千円

賞与引当金繰入額 18,710千円 17,069千円

貸倒引当金繰入額 △18,279千円 △540千円
 

 

おおよその割合

販売費 13.9％ 12.4％

一般管理費 86.1〃 87.6〃
 

 
※５　一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)

当事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)

一般管理費に含まれる研究開発費 3,500千円 5,526千円
 

 
※６　固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)

当事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)

工具、器具及び備品 49千円 ―千円

土地 66,055千円 ―千円

計 66,105千円 ―千円
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※７ 受取保険金

前事業年度(自 2023年10月１日 至 2024年９月30日)

当事業年度において特別損失に計上しております第三者委員会の調査費用及び、改善報告書等作成費用に対し

て、2024年４月１日及び2024年４月11日に当社が加入しております会社役員賠償責任保険の補償額が確定したた

め、54,133千円を特別利益の計上しております。

 
当事業年度(自 2024年10月１日 至 2025年９月30日)

該当事項はありません。

 
※８ 契約解約益

前事業年度(自 2023年10月１日 至 2024年９月30日)

再生バッテリーを事業用ポータルバッテリーとしてリユースレンタルする取引について、当社が取引先から受

領した代金を仮受金に計上しておりますが、各契約の見直しを行い、契約の一部を解約したことにより仮受金を

取崩し、140,619千円を特別利益に計上しております。

 
当事業年度(自 2024年10月１日 至 2025年９月30日)

再生バッテリーを事業用ポータルバッテリーとしてリユースレンタルする取引について、当社が取引先から受

領した代金を仮受金に計上しておりますが、各契約の見直しを行い、契約の一部を解約したことにより仮受金を

取崩し、42,504千円を特別利益に計上しております。

 

※９ 減損損失

前事業年度(自 2023年10月１日 至 2024年９月30日)

前事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

用途
 
場所

 
種類

 
減損損失(千円）

事業用 東京都品川区 工具、器具及び備品 3,112

事業用 東京都品川区 ソフトウエア 11,863

事業用 東京都品川区 ソフトウエア仮勘定 4,620

事業用 東京都品川区 レンタル資産 3,130

事業用 東京都品川区 商標権 1,155

事業用 東京都品川区 電話加入権 2,079

事業用 東京都品川区 仮専用実施権 5,000

合計 30,961
 

当社は、継続的に損益を把握している管理会計に準じた単位をもとに、資産のグルーピングをおこなっており

ます。なお、本社資産については共用資産としてグルーピングしております。

当社の回収可能価額は使用価値を使用しております。当社のヘルスケアソリューション事業及び地球環境ソ

リューション事業において、事業計画を見直した結果、当該事業の固定資産の帳簿価額が将来キャッシュ・フ

ローを下回っているため、工具、器具及び備品、及び無形固定資産（ソフトウエア、ソフトウエア仮勘定、レン

タル資産、商標権、電話加入権、仮専用実施権）の未償却残高を減損損失として特別損失に計上しております。
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当事業年度(自 2024年10月１日 至 2025年９月30日)

当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

用途
 
場所

 
種類

 
減損損失(千円）

事業用 東京都品川区 工具、器具及び備品 995

事業用 愛知県名古屋市 工具、器具及び備品 122

事業用 大阪府大阪市 工具、器具及び備品 122

事業用 東京都品川区 レンタル資産 839

事業用 東京都品川区 差入保証金 3,245

事業用 東京都品川区 ソフトウエア 9,869

合計 15,196
 

当社は、継続的に損益を把握している管理会計に準じた単位をもとに、資産のグルーピングをおこなっており

ます。なお、本社資産については共用資産としてグルーピングしております。

当社の回収可能価額は使用価値を使用しております。当社のヘルスケアソリューション事業及び地球環境ソ

リューション事業において、事業計画を見直した結果、当該事業の固定資産の帳簿価額が将来キャッシュ・フ

ローを下回っているため、工具、器具及び備品、レンタル資産、ソフトウエア及び差入保証金の未償却残高を減

損損失として特別損失に計上しております。

 
※10　固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)

当事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)

工具、器具及び備品 0千円 0千円

ソフトウェア ―千円 0千円

計 0千円 0千円
 

 
※11　システム解約損失

前事業年度(自 2023年10月１日 至 2024年９月30日)

社内システム導入見送りに要する費用20,700千円を特別損失に計上しております。

 
当事業年度(自 2024年10月１日 至 2025年９月30日)

該当事項はありません。

 

※12　特別調査費用

前事業年度(自 2023年10月１日 至 2024年９月30日)

第三者委員会調査に要する費用95,673千円を特別損失に計上しております。

 
当事業年度(自 2024年10月１日 至 2025年９月30日)

霧島土地の会計処理に関する自主点検に要する費用5,361千円を特別損失に計上しております。

 
※13　過年度決算修正対応費用

前事業年度(自 2023年10月１日 至 2024年９月30日)

過年度の決算修正に要する費用39,337千円を特別損失に計上しております。

 
当事業年度(自 2024年10月１日 至 2025年９月30日)

過年度の決算修正に要する費用17,103千円を特別損失に計上しております。
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※14　契約解約損

前事業年度(自 2023年10月１日 至 2024年９月30日)

再生バッテリーを事業用ポータルバッテリーとしてリユースレンタルする取引について、当社が取引先へ支払

した代金を仮払金に計上しておりますが、各契約の見直しを行い、契約の一部を解約したことにより仮払金を取

崩し、95,082千円を特別損失に計上しております。

 
当事業年度(自 2024年10月１日 至 2025年９月30日)

再生バッテリーを事業用ポータルバッテリーとしてリユースレンタルする取引について、当社が取引先へ支払

した代金を仮払金に計上しておりますが、各契約の見直しを行い、契約の一部を解約したことにより仮払金を取

崩し、25,410千円を特別損失に計上しております。

 
※15 課徴金

前事業年度(自 2023年10月１日 至 2024年９月30日)

該当事項はありません。

 
当事業年度(自 2024年10月１日 至 2025年９月30日)

有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金65,070千円を特別損失に計上しております。

 
※16 訴訟費用

前事業年度(自 2023年10月１日 至 2024年９月30日)

該当事項はありません。

 
当事業年度(自 2024年10月１日 至 2025年９月30日)

再生バッテリーを事業用ポータルバッテリーとしてリユースレンタルする取引について損害賠償を求めた訴え

を提起されております。この訴訟に対応するため、弁護士事務所と当該案件に関する法律業務委託契約書を締結

することを決議しました。この契約締結に伴う費用21,381千円を特別損失に計上しております。
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 10,803,600 ― ― 10,803,600
 

 
２　自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 74,538 ― ― 74,538
 

 
３　新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当事業
年度末残高
(百万円)

当事業
年度期首

増加 減少
当事業
年度末

提出会社

第11回新株予約権
(2022年９月12日発
行)

普通株式 1,500,000 ― 1,500,000 ― ―

第12回新株予約権
（行使価額修正条項
付）(2022年９月12
日発行)

普通株式 1,500,000 ― 1,500,000 ― ―

合計 3,000,000 ― 3,000,000 ― ―
 

(注) １．目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。

２．新株予約権の減少は、自己新株予約権の取得によるものであります。

 
４　配当に関する事項

該当事項はありません。

 
当事業年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 10,803,600 2,232,100 ― 13,035,700
 

(注)　普通株式の発行済株式総数の増加は、第三者割当による新株発行2,232,100株であります。
 
２　自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 74,538 ― ― 74,538
 

 
３　新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当事業
年度末残高
(百万円)

当事業
年度期首

増加 減少
当事業
年度末

提出会社

第13回新株予約権
(2025年５月13日発
行)

普通株式 ― ― ― ― 4

第14回新株予約権
(2025年８月4日発
行)

普通株式 ― 10,080,500 ― 10,080,500 32

合計 ― 10,080,500 ― 10,080,500 36
 

(注) １．目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。

２．目的となる株式の数の変動事由の概要

第三者割当による第14回新株予約権の発行による増加　10,080,500株

 
４　配当に関する事項

該当事項はありません。
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)

当事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)

現金及び預金 553,823千円 562,690千円

現金及び現金同等物 553,823千円 562,690千円
 

 

(リース取引関係)

１．ファイナンス・リース取引

(借主側)

所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

有形固定資産

 ヘルスケアソリューション事業で使用しているサーバー等であります。

 

②  リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっております。

 

２．オペレーティング・リース取引

（借主側）

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

 
前事業年度

(2024年９月30日)
当事業年度

(2025年９月30日)

１年内 16,352千円 50,280千円

１年超 ―千円 16,760千円

合計 16,352千円 67,041千円
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(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、運転資金については原則として金融機関からの借入による調達を行っております。設備資金につきまし

ては案件ごとに手許資金で賄えるか不足するかについての検討を行い、不足が生じる場合は金融機関からの借入金

等による調達を行っております。資金に余剰が生じた場合には、借入金の返済によって資金効率の向上に努めるこ

とを基本方針としておりますが、一時的な余剰資金である場合においては定期預金を中心に保全を最優先した運用

を行うこととしております。

また、アリスタゴラVCイスラエル・テクノロジーL.P.（ファンド）(以下、「本ファンド」)に対しての出資につ

いては、本ファンドの出資先・出資候補先だけでなく、本ファンドのジェネラル・パートナーが接した全ての企業

の情報を効率的に得られること、さらにその中から当社の事業領域であるヘルスケア事業において、適合する優良

な企業との協業検討が可能なことを目的に運用を行うこととしております。

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びに管理体制

売掛金等の営業債権は、顧客の信用リスクに晒されていますが、そのほとんどが１年以内の回収期日です。当該

リスクの管理方法に関しては、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を把握

する体制としています。

投資有価証券は、主に海外投資事業有限責任組合への出資であり、市場価格の変動による影響を受けるものでは

ありませんが、取引企業との業務等に関連する出資であり、当該出資先の財政状態及び経営成績を定期的に把握し

ております。

貸付金は、貸付先の信用リスクに晒されていますが、貸付先の財務状況等を定期的に把握しており、リスク低減

を図っております。

営業債務である買掛金は、全てが１年以内の支払期日です。借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、借

入金の支払期日は最長で、８カ月であります。

また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社では、資金繰計画を作成するなどの方法に

より管理しています。

 

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれております。

 

(4) 信用リスクの集中

当期の貸借対照表日現在における営業債権のうち46.0％が特定の大口顧客に対するものであります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前事業年度(2024年９月30日)

 
貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 長期滞留債権 210,145   

貸倒引当金(※４) △210,145   

 ― ― ―

(2) 長期借入金(※５) (16,240) (16,216) 23
 

(※１) 「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「短期借入金」「未払法人税等」については、現金であること、及

び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(※２) 市場価格のない株式等は、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおり

であります。

区分 前事業年度（千円）

非上場株式 1,772

投資事業有限責任組合への出資 211,719
 

非上場株式は、企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」第5項の取扱いを

適用し、投資事業有限責任組合への出資は、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適

用指針」第24―16項の取扱いを適用し、時価開示の対象とはしておりません。

(※３) 負債に計上されているものについては、( ) で示しております。

(※４) 長期滞留債権に個別に設定している貸倒引当金を控除しております。

(※５)　長期借入金には、１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

 
当事業年度(2025年９月30日)

 
貸借対照表計上額

(千円)
時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 長期滞留債権 206,275   

貸倒引当金(※４) △206,275   

 ― ― ―

(2) 長期借入金(※５) (6,160) (6,151) 8
 

(※１) 「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済

されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(※２) 市場価格のない株式等は、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおり

であります。

区分 当事業年度（千円）

非上場株式 10

投資事業有限責任組合への出資 253,794
 

非上場株式は、企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」第5項の取扱いを

適用し、投資事業有限責任組合への出資は、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適

用指針」第24―16項の取扱いを適用し、時価開示の対象とはしておりません。

(※３) 負債に計上されているものについては、( ) で示しております。

(※４) 長期滞留債権に個別に設定している貸倒引当金を控除しております。

(※５)　長期借入金には、１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
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(注１)　金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度(2024年９月30日)

 
１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 553,823 ― ― ―

売掛金 68,724 ― ― ―

合計 622,547 ― ― ―
 

 
当事業年度(2025年９月30日)

 
１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 562,690 ― ― ―

売掛金 60,262 ― ― ―

合計 622,953 ― ― ―
 

 
(注２)　社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

前事業年度(2024年９月30日)

 
１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

長期借入金 10,080 6,160 ― ― ― ―

合計 10,080 6,160 ― ― ― ―
 

 
当事業年度(2025年９月30日)

 
１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

長期借入金 6,160 ― ― ― ― ―

合計 6,160 ― ― ― ― ―
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類し

ております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定

の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係る

インプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する

レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 
(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品

前事業年度(2024年９月30日)

該当事項はありません。

 
当事業年度(2025年９月30日)

該当事項はありません。

 
(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前事業年度(2024年９月30日)

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金（※） ― 16,216 ― 16,216
 

（※）長期借入金には、１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

 
当事業年度(2025年９月30日)

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金（※） ― 6,151 ― 6,151
 

（※）長期借入金には、１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

 
 
(注)　時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

長期借入金

元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定してお

りレベル２の時価に分類しております。

＜基準＞３カ月以内に借入がある場合・・借入時利率を利用

１年以内に借入がある場合・・会社や国内の状況に特別な変化がない場合、借入時利率を利用

１年以上借入がない場合・・国債の金利変動をみて調整する
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(有価証券関係)

１．その他有価証券

前事業年度（2024年９月30日）

その他の有価証券については、市場価格のない株式等のため、記載しておりません。

なお、市場価格のない株式等の投資有価証券、関係会社株式の貸借対照表計上額は次の通りです。

  

区分
前事業年度
（千円）

投資有価証券 213,491

関係会社株式 0

計 213,491
 

 
当事業年度（2025年９月30日）

その他の有価証券については、市場価格のない株式等のため、記載しておりません。

なお、市場価格のない株式等の投資有価証券、関係会社株式の貸借対照表計上額は次の通りです。

  

区分
当事業年度
（千円）

投資有価証券 253,804

関係会社株式 0

計 253,804
 

 
２．保有目的を変更した有価証券

前事業年度（2024年９月30日）

該当事項はありません。

 

当事業年度（2025年９月30日）

該当事項はありません。

 

３．減損処理を行った有価証券

前事業年度(自 2023年10月１日 至 2024年９月30日)

該当事項はありません。

 
当事業年度(自 2024年10月１日 至 2025年９月30日)

該当事項はありません。

 
(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。
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(退職給付関係)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しており、給付額の一部を中小企業退職金共済制度から

の給付額で充当しております。

なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする

方法（中小企業退職金共済制度により支給される部分を除く）を用いた簡便法を適用しております。

 
２．簡便法を適用した確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

  (千円)

 
前事業年度

(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)

当事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)

退職給付引当金の期首残高 4,038 2,141

退職給付費用 5,413 4,665

退職給付の支払額 △2,150 △444

制度への拠出額 △5,160 △4,580

退職給付引当金の期末残高 2,141 1,781
 

 
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

  (千円)

 
前事業年度

(2024年９月30日)
当事業年度

(2025年９月30日)

非積立型制度の退職給付債務 22,741 24,021

中小企業退職金共済制度による支
給見込額

△20,599 △22,239

貸借対照表に計上された
負債と資産の純額

2,141 1,781

   

退職給付引当金 2,141 1,781

貸借対照表に計上された
負債と資産の純額

2,141 1,781
 

 
(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 5,413千円 当事業年度 4,665千円
 

 
(ストック・オプション等関係)

１．ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名

 

 前事業年度 当事業年度

株式報酬費用（販売費及び一般管理費） ― 4,014千円
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２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

　

決議年月日 2025年４月28日

付与対象者の区分及び人数
当社の執行役員　３名
当社の従業員　　32名

株式の種類別のストック・オプション
の数（注）

普通株式206,400株

付与日 2025年５月13日

権利確定条件
「第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(2) 新株予約権等の状況
」に記載のとおりであります。

対象勤務期間 2025年４月28日～2027年５月13日

権利行使期間 2027年５月14日～2035年４月27日
 

(注)　株式数に換算して記載しております。

 

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当事業年度(2025年９月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につ

いては、株式数に換算して記載しております。

① ストック・オプションの数

 

決議年月日 2025年４月28日

権利確定前(株)  

前事業年度末 ―

付与 206,400

失効 146

権利確定 ―

未確定残 206,254

権利確定後(株)  

前事業年度末 ―

権利確定 ―

権利行使 ―

失効 ―

未行使残 ―
 

 
② 単価情報

 

決議年月日 2025年４月28日

権利行使価格(円) 236

行使時平均株価(円) ―

付与日における公正な評価単価(円) 103.37
 

 

３．当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
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(1) 使用した評価技法　　ブラック・ショールズ式

(2) 主な基礎数値及びその見積方法

株価変動性　　　　　(注)１ 49.67％

予想残存期間　　　　(注)２ 5.99年

予想配当　　　　　　(注)３ 0円／株

無リスク利子率　　　(注)４ 0.906％
 

(注) １．2019年４月から2025年４月における月次株価を利用し年率換算して算出しました。

２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使される

ものと推定して見積っております。

３．2025年９月期の配当実績によります。

４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

 
４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しており

ます。
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(税効果会計関係)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 
前事業年度

(2024年９月30日)
当事業年度

(2025年９月30日)

繰延税金資産     

商品評価損 120,109千円 121,219千円

製品保証引当金 460千円 555千円

賞与引当金 5,933千円 3,639千円

減損損失 55,511千円 55,686千円

関係会社株式評価損 28,476千円 29,313千円

減価償却超過額 33,169千円 25,955千円

仮受金 63,729千円 60,215千円

税務上の繰越欠損金(注２) 760,866千円 955,835千円

その他 141,703千円 137,796千円

繰延税金資産小計 1,209,960千円 1,390,216千円

税務上の繰越欠損金に係る評価性
引当額

△760,866千円 △955,835千円

将来減算一時差異の合計に係る評
価性引当額

△449,093千円 △434,381千円

評価性引当額小計(注１) △1,209,960千円 △1,390,216千円

繰延税金資産合計 ―千円 ―千円

     

繰延税金負債     

その他有価証券評価差額金 166千円 2,489千円

繰延税金負債合計 166千円 2,489千円

繰延税金負債の純額 166千円 2,489千円
 

 

(注１) 評価性引当額が180,256千円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金の増加に伴う評

価性引当額の増加によるものであります。

(注２) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前事業年度(2024年９月30日)

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超 合計

税務上の繰越欠損金(a) ― 32,018 ― ― ― 728,847 760,866千円

評価性引当額 ― △32,018 ― ― ― △728,847 △760,866千円

繰延税金資産 ― ― ― ― ― ― ―千円
 

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

 

当事業年度(2025年９月30日)

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超 合計

税務上の繰越欠損金(a) 32,018 ― ― ― 149,335 774,481 955,835千円

評価性引当額 △32,018 ― ― ― △149,335 △774,481 △955,835千円

繰延税金資産 ― ― ― ― ― ― ―千円
 

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

 
２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

前事業年度及び当事業年度については、税引前当期純損失であるため記載を省略しております。
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３　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したことに伴

い、2026年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。これ

に伴い、2026年10月１日に開始する会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金負債について

は、法定実効税率を30.62％から31.52％に変更し計算しております。なお、変更後の法定実効税率を当事業年度

に適用した場合の財務諸表に与える影響は軽微であります。

 
(企業結合等関係)

該当事項はありません。

 
(資産除去債務関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

(賃貸等不動産関係)

該当事項はありません。

 

(収益認識関係)

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前事業年度（自　2023年10月１日 至　2024年９月30日）

  （単位：千円）

 

報告セグメント

合計
ヘルスケアソリュー
ション事業

地球環境ソリュー
ション事業

メディカルシステム分野 223,186 ― 223,186

メディカルサプライ分野 137,848 ― 137,848

エネルギー分野 ― 869,985 869,985

GEOソリューション分野 ― 204,165 204,165

ESG分野 ― 114 114

その他 120,768 7,012 127,781

顧客との契約から生じる収益 481,803 1,081,278 1,563,081

その他の収益 ― ― ―

外部顧客への売上高 481,803 1,081,278 1,563,081
 

 
当事業年度（自　2024年10月１日 至　2025年９月30日）

  （単位：千円）

 

報告セグメント

合計
ヘルスケアソリュー
ション事業

地球環境ソリュー
ション事業

メディカルシステム分野 551,909 ― 551,909

メディカルサプライ分野 8,049 ― 8,049

エネルギー分野 ― 21,207 21,207

GEOソリューション分野 ― 172,358 172,358

ESG分野 ― ― ―

その他 97,593 15,482 113,075

顧客との契約から生じる収益 657,551 209,048 866,599

その他の収益 ― ― ―

外部顧客への売上高 657,551 209,048 866,599
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２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

「［注記事項］（重要な会計方針）６　収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

 
３．当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

(1)契約負債の残高等

  (単位：千円)

 前事業年度 当事業年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 138,749 68,724

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 68,724 62,792

契約負債（期首残高） 12,625 18,829

契約負債（期末残高） 18,829 15,526
 

契約負債は、主にソフトウェアのライセンス料等に係る顧客からの前受金及び医療システムに係る保守サービス

契約を顧客と締結した時点に一括で受領した保守サービス代金のうち、保守期間が経過していない前受金に関する

ものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

前事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、10,238千円であります。

当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、17,608千円であります。

 

(2) 残存履行義務に配分した取引価格

残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。

  (単位：千円)

 前事業年度 当事業年度

１年以内 17,663 15,526

１年超２年以内 1,166 ―

２年超３年以内 ― ―

３年超 ― ―

合計 18,829 15,526
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

 １ 報告セグメントの概要

(1) 報告セグメントの決定方法

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。当社は事業本部

を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「ヘルスケアソリューション事業」及び「地球

環境ソリューション事業」の２つを報告セグメントとしております。

(2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類

「ヘルスケアソリューション事業」は、医療画像保管・配信・表示システム、超音波画像レポートシステム、ク

ラウド型電子カルテシステム、核医学線量管理システム、医療用グローブ、PCR検出試薬、抗原検査キット等の販

売及び、遠隔画像診断等の事業をしております。

「地球環境ソリューション事業」は、UAV撮影画像等の自動オルソモザイク＆3D処理ソフトウェアの販売及び、

太陽光風力発電設備等の販売及び売電等の事業をしております。

 
 ２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一であります。

報告セグメントの損失は、営業損失ベースの数値であります。

 
 ３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前事業年度(自 2023年10月１日 至 2024年９月30日)

(単位：千円)

 

報告セグメント
調整額
(注)１

財務諸表
計上額
(注)２

ヘルスケアソ
リューション事

業

地球環境ソ
リューション事

業
計

売上高      

  外部顧客への売上高 481,803 1,081,278 1,563,081 ― 1,563,081

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 481,803 1,081,278 1,563,081 ― 1,563,081

セグメント損失(△) △444,236 △18,839 △463,076 △381,738 △844,815

セグメント資産 137,889 623,754 761,644 807,589 1,569,233

セグメント負債 98,212 634,010 732,222 101,473 833,696

その他の項目      

  減価償却費 7,127 1,538 8,665 6 8,671

 有形固定資産及び
 無形固定資産の増加額

12,202 3,826 16,029 2,420 18,449
 

  (注) １　調整額の内容は、以下のとおりであります。

 (1) 調整額に記載されているセグメント損失には各報告セグメントに配分していない全社費用△381,738

千円が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。

 (2) 調整額に記載されているセグメント資産の額は報告セグメントに帰属しない現金及び預金、関係会

社株式等です。

 (3) 調整額に記載されているセグメント負債の額は報告セグメントに帰属しない借入金等です。

 (4) 調整額に記載されている減価償却費は、報告セグメントに帰属しない資産について当事業年度に発

生した額です。

 (5) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額2,420千円は、報告セグメントに帰属しない全社資

産に係る有形固定資産及び無形固定資産の取得額です。

  ２　セグメント損失は、損益計算書の営業損失と調整を行っております。
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当事業年度(自 2024年10月１日 至 2025年９月30日)

(単位：千円)

 

報告セグメント
調整額
(注)１

財務諸表
計上額
(注)２

ヘルスケアソ
リューション事

業

地球環境ソ
リューション事

業
計

売上高      

  外部顧客への売上高 657,551 209,048 866,599 ― 866,599

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 657,551 209,048 866,599 ― 866,599

セグメント損失(△) △63,220 △14,102 △77,323 △333,060 △410,383

セグメント資産 121,058 406,633 527,691 864,843 1,392,535

セグメント負債 52,416 578,290 630,706 44,129 674,836

その他の項目      

  減価償却費 4,148 972 5,120 ― 5,120

 有形固定資産及び
 無形固定資産の増加額

10,725 1,260 11,985 246 12,231
 

  (注) １　調整額の内容は、以下のとおりであります。

 (1) 調整額に記載されているセグメント損失には各報告セグメントに配分していない全社費用△333,060

千円が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。

 (2) 調整額に記載されているセグメント資産の額は報告セグメントに帰属しない現金及び預金、投資有

価証券等です。

 (3) 調整額に記載されているセグメント負債の額は報告セグメントに帰属しない未払法人税等です。

 (4) 調整額に記載されている減価償却費は、報告セグメントに帰属しない資産について当事業年度に発

生した額です。

 (5) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額246千円は、報告セグメントに帰属しない全社資産

に係る有形固定資産の取得額です。

  ２　セグメント損失は、損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

【関連情報】

　前事業年度(自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)

 １ 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

 ２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 

 ３ 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がいないため、該当事項はありませ

ん。

 
　当事業年度(自 2024年10月１日 至 2025年９月30日)

 １ 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
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 ２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 

 ３ 主要な顧客ごとの情報

  (単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

三菱ＨＣキャピタル株式会社 202,040 ヘルスケアソリューション事業
 

 
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前事業年度(自 2023年10月１日 至 2024年９月30日)

   (単位：千円)

 

報告セグメント

全社・消去 合計ヘルスケアソ
リューション事

業

地球環境ソ
リューション事

業
計

減損損失 11,803 8,883 20,686 10,275 30,961
 

 

当事業年度(自 2024年10月１日 至 2025年９月30日)

   (単位：千円)

 

報告セグメント

全社・消去 合計ヘルスケアソ
リューション事

業

地球環境ソ
リューション事

業
計

減損損失 10,445 1,259 11,705 3,490 15,196
 

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前事業年度(自 2023年10月１日 至 2024年９月30日)

　該当事項はありません。

 
当事業年度(自 2024年10月１日 至 2025年９月30日)

　該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前事業年度(自 2023年10月１日 至 2024年９月30日)

　該当事項はありません。

 
当事業年度(自 2024年10月１日 至 2025年９月30日)

　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社イメージワン(E02922)

有価証券報告書

 83/102



 

(持分法損益等)

１．関連会社に関する事項

  (単位：千円)

 
前事業年度

(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)

当事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)

関連会社に対する投資の金額 93,000 93,000

持分法を適用した場合の投資
の金額

― ―

持分法を適用した場合の投資損失
（△）の金額

― ―
 

 
２．開示対象特別目的会社に関する事項

当社は、開示対象特別目的会社を有しておりません。
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【関連当事者情報】

１．関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引

(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等

前事業年度(自 2023年10月１日 至 2024年９月30日)

該当事項はありません。

 
当事業年度(自 2024年10月１日 至 2025年９月30日)

 

種類
会社等
 の名称
又は氏名

所在地

資本金
又は
出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の

内容

取引金額
（千円）
(注)２

科　目
期末残高
（千円）
(注)２

主要
株主

abc
株式会社
(注)１

東京都
港区

731,887
その他金融
業

被所有
直接
8.6

業務委託
契約

業務委託
(注)３

1,600 未払金 220

第三者割当
増資(注)４

499,990 ― ―

新株予約権
の発行(注)
５

9,737 新株予約権 9,737

 

（注）１ 2025年９月１日付でGFA株式会社よりabc株式会社に商号変更しております。

２ 記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

３ 取引条件及び取引条件の決定方針

 abc株式会社の業務委託については、双方協議により合理的に決定しております

４ 2025年７月17日開催の取締役会において決議いたしました第三者割り当てについては、当社が発行した普通

株式について１株当たり224円で2,232,100株を引き受けたものであります。なお、１株当たりの発行価額は

上記取締役会決議の直前取引日(2025年７月16日)における株式会社東京証券取引所スタンダード市場におけ

る当社株式の終値248円を基準とし、直前取引日である248円から9.68％をディスカウントした224円といた

しました。

５ 2025年７月17日開催の取締役会において決議いたしました第14回新株予約権であります。新株予約権の発行

については、第三者機関の評価を勘案して決定しております。

 
(イ)財務諸表提出会社の関連会社等

前事業年度(自 2023年10月１日 至 2024年９月30日)

 

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地

資本金
又は
出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

子会社

株式会社
ワン・サイエ
ンス
(注)1

東京都

品川区
10,000

医療に関する
各種検査の受
託業務

所有
直接
100.0

資金の貸付
等

役員の兼務
あり

債権放棄
(注)1

30,000
長期

滞留債権
―

関連会社
創イノベー
ション株式
会社

神奈川県
横浜市
金沢区

47,330

放 射 能 除
染、土壌・
水浄化に関
する技術開
発

所有
直接
30.99

基本合意書
の締結
役員の兼務
あり

資金の貸付 ―
長期滞留債
権(注)３

142,000

利息の受取
(注)2

2,135
長期滞留債
権(注)３

6,455
 

（注）１ 株式会社ワン・サイエンスは子会社でありましたが、2024年８月19日付で清算結了により、子会社から除外

しております。なお、清算結了に伴い、同社に対する債権30,000千円を放棄いたしました。

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等

利息の受取については、双方協議により利率を合理的に決定しております。

３ 長期滞留債権の全額に対し、貸倒引当金を計上しております。
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当事業年度(自 2024年10月１日 至 2025年９月30日)

 

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地

資本金
又は
出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

関連会社
創イノベー
ション株式
会社

神奈川県
横浜市
金沢区

47,330

放 射 能 除
染、土壌・
水浄化に関
する技術開
発

所有
直接
30.99

基本合意書
の締結
役員の兼務
あり

資金の貸付 ―
長期滞留債
権(注)２

142,000

利息の受取
(注)1

2,129
長期滞留債
権(注)２

8,585
 

（注）１ 取引条件及び取引条件の決定方針等

利息の受取については、双方協議により利率を合理的に決定しております。

２ 長期滞留債権の全額に対し、貸倒引当金を計上しております。

 
(ウ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

前事業年度(自 2023年10月１日 至 2024年９月30日)

該当事項はありません。

 
当事業年度(自 2024年10月１日 至 2025年９月30日)

該当事項はありません。

 
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

該当事項はありません。

 
(2) 重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。

 
(１株当たり情報)

 

 
前事業年度

(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)

当事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)

１株当たり純資産額 68.56円 52.56円

１株当たり当期純損失（△） △82.92円 △50.46円
 

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

２．１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 
前事業年度

(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)

当事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)

１株当たり当期純損失（△）   

当期純損失（△）(千円) △889,625 △559,333

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純損失（△）(千円) △889,625 △559,333

普通株式の期中平均株式数(株) 10,729,062 11,083,752

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

―

2025年７月17日
取締役会決議
第14回新株予約権

普通株式　10,080,500株
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(重要な後発事象)

（係争事件の発生）

「（追加情報）２．（係争事件の発生）（１０）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しておりま

す。

 
（資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件）

当社は、2025年11月21日開催の取締役会において、2025年12月23日開催の第42回定時株主総会に、資本金及び資

本準備金の額の減少並びに剰余金の処分についての議案を付議することを決議し、上記定時株主総会に付議され承

認可決されました。

 
１．目的

当社は当事業年度末において繰越利益剰余金の欠損額3,880,627,189円を計上するに至っております。

つきましては、資本金及び資本準備金の額を減少することにより税負担の軽減を図り、また、この欠損金の填補

により財務体質の健全化を図るとともに、今後の株主還元（配当及び自己株式取得）を含む資本政策の機動性を確

保することを目的として、会社法第447条第１項及び第448条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を

減少し、これらをその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰

余金を繰越利益剰余金に振り替えるものです。

 
２．資本金及び資本準備金の額の減少の内容

(1) 減少する資本金の額

1,936,101,074円

(2) 減少する資本準備金の額

548,766,770円

(3) 資本金及び資本準備金の額の減少がその効力を生ずる日

2026年２月１日（予定）

 
３．剰余金の処分の内容

上記の資本金及び資本準備金の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えます。

これにより、振替後の繰越利益剰余金の欠損額は1,395,759,345円となります。

 
(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金2,484,867,844円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金2,484,867,844円

(3) 剰余金の処分がその効力を生ずる日

2026年２月１日（予定）
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⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
期首帳簿
価額
（千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

期末帳簿
価額
(千円)

当期末減価
償却累計額
(千円)

有形固定資産       

建物 0 ― ― ― 0 ―

機械及び装置 0 ― ― ― 0 ―

工具、器具及び備品 0 1,241
1,241
(1,241)

― 0 ―

その他 ― 840
839
(839)

― 0 ―

有形固定資産計 0 2,081
2,081
(2,081)

― 0 ―

無形固定資産       

ソフトウエア 6,366 10,150
9,870
(9,869)

4,148 2,497 ―

その他 0 ― ― ― 0 ―

無形固定資産計 6,366 10,150
9,870
(9,869)

4,148 2,497 ―
 

(注) １　「当期減少額」欄の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア OneViewer追加機能開発 9,870千円

    
 

３　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア 減損による減少 9,869千円
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【社債明細表】

　　該当事項はありません。

 
【借入金等明細表】

 

区分
当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 ― ―  ―

１年以内に返済予定の長期借入金 10,080 6,160 1.7 ―

１年以内に返済予定のリース債務 ― ― ― ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。)

6,160 ― 1.7
2025年10月27日～
2026年５月27日

リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く。)

― ― ― ―

その他有利子負債     

１年内返済予定の長期割賦未払
金

― ― ― ―

長期割賦未払金（１年内返済予
定のものを除く。）

― ― ― ―

合計 16,240 6,160 ― ―
 

(注) 「平均利率」については、期末借入金残高に対する平均利率を記載しております。

 

【資産除去債務明細表】

　　該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

 

区分
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 212,681 9,366 6,000 7,776 208,270

製品保証引当金 1,503 11,035 238 10,487 1,813

賞与引当金 19,376 25,152 32,644 ― 11,884
 

(注) １　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

２　製品保証引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替によるものであります。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

 

区分 金額(千円)

現金 4

預金  

当座預金 546,799

普通預金 15,886

計 562,686

合計 562,690
 

 
②　売掛金

相手先別内訳

 

相手先 金額(千円)

医療法人社団カワムラヤスオメディカルソサエティ 9,889

山下商事株式会社 4,339

株式会社スズケン 3,944

株式会社日医リース 3,410

株式会社東京航業研究所 3,300

その他 35,380

合計 60,262
 

 
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(Ａ)

当期発生高
(千円)
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
(Ｄ)

回収率(％)
 

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)
 

滞留期間(日)
 (Ａ)＋(Ｄ)  
 ２  
 (Ｂ)  
 365  

 

68,724 1,156,921 1,165,383 60,262 95.1 20
 

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
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③　商品

 

区分 金額(千円)

EMLID HANDLETI-1・2 8,544

Pix4D Catch Pro 3,660

その他 5,277

合計 17,482
 

 
④　仕掛品

 

区分 金額(千円)

メディカルシステム関連 30,732

GEOソリューション関連 519

合計 31,251
 

 
⑤　仮払金

 

相手先 金額(千円)

再生バッテリー事業に関連して当社が取引先へ支払
った代金

374,329

合計 374,329
 

 
⑥　投資有価証券

 

区分 金額(千円)

アリスタゴラVCイスラエル・テクノロジーL.P.(ファ
ンド)への出資

253,794

その他 10

合計 253,804
 

 
⑦　長期滞留債権

 

相手先 金額(千円)

創イノベーション株式会社に対する長期貸付金 142,000

医療法人社団昌医会に対する長期売掛金 36,755

その他 27,519

合計 206,275
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⑧　買掛金

相手先別内訳

 

相手先 金額(千円)

Pix4D S.A. 6,941

EIZO株式会社 6,136

株式会社デージーエスメディカル 1,575

株式会社IGNISYS 1,411

株式会社プリズム・メディカル 990

その他 2,066

計 19,120
 

 
⑨　仮受金

 

相手先 金額(千円)

再生バッテリー事業に関連して当社が取引先から受
け取った代金

565,367

合計 565,367
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(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 中間会計期間 当事業年度

売上高 (千円) 590,687 866,599

税引前中間(当期)純損失 (千円) △246,779 △554,857

中間(当期)純損失 (千円) △249,017 △559,333

１株当たり中間(当期)純損失 (円) △23.21 △50.46
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度 10月１日から９月30日まで

定時株主総会 12月中

基準日 ９月30日

剰余金の配当の基準日 ３月31日、９月30日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

　　取扱場所
（特別口座）
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号   三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
 

　　株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号   三井住友信託銀行株式会社

　　取次所 ─

　　買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法
電子公告により行う。但し、電子公告をすることができないやむを得ない事由が生じ
た場合は、日本経済新聞に掲載する。
公告掲載URL https://www.imageone.co.jp/

株主に対する特典 なし
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに有価証券報告書の確認書

事業年度　第41期(自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)

2025年１月31日関東財務局長に提出

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

事業年度　第41期(自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)

2025年１月31日関東財務局長に提出

(3) 半期報告書及び半期報告書の確認書

第42期中(自　2024年10月１日　至　2025年３月31日)

2025年５月15日関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書

2025年２月３日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号（訴訟の提起）に基づく臨時報告書であります。

2025年３月５日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号（訴訟の提起）に基づく臨時報告書であります。

2025年４月18日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨

時報告書であります。

2025年５月１日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号（財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に

著しい影響を与える事象）に基づく臨時報告書であります。

2025年５月１日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号（訴訟の提起）に基づく臨時報告書であります。

2025年５月１日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著

しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書であります。

2025年５月１日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号(訴訟の提起)の規定に基づく臨時報告書であります。

(5) 有価証券報告書の訂正報告書及び確認書

事業年度　第37期(自　2019年10月１日　至　2020年９月30日)

2025年１月31日関東財務局長に提出

事業年度　第38期(自　2020年10月１日　至　2021年９月30日)

2025年１月31日関東財務局長に提出

事業年度　第39期(自　2021年10月１日　至　2022年９月30日)

2025年１月31日関東財務局長に提出

事業年度　第40期(自　2022年10月１日　至　2023年９月30日)

2025年１月31日関東財務局長に提出

(6) 有価証券届出書及びその添付書類

第三者割当による新株式の発行に係る有価証券届出書

2025年７月17日関東財務局長に提出
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(7) 内部統制報告書の訂正報告書

事業年度　第37期(自　2019年10月１日　至　2020年９月30日)

2025年１月31日関東財務局長に提出

事業年度　第38期(自　2020年10月１日　至　2021年９月30日)

2025年１月31日関東財務局長に提出

事業年度　第39期(自　2021年10月１日　至　2022年９月30日)

2025年１月31日関東財務局長に提出

事業年度　第40期(自　2022年10月１日　至　2023年９月30日)

2025年１月31日関東財務局長に提出

(8) 四半期報告書の訂正報告書及び確認書

第40期第１四半期(自　2022年10月１日　至　2022年12月31日)

2025年１月31日関東財務局長に提出

第40期第２四半期(自　2023年１月１日　至　2023年３月31日)

2025年１月31日関東財務局長に提出

第40期第３四半期(自　2023年４月１日　至　2023年６月30日)

2025年１月31日関東財務局長に提出

第41期第１四半期(自　2023年10月１日　至　2023年12月31日)

2025年１月31日関東財務局長に提出

第41期第２四半期(自　2024年１月１日　至　2024年３月31日)

2025年１月31日関東財務局長に提出

(9) 有価証券届出書の訂正届出書

2025年１月31日関東財務局長に提出

2021年２月18日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。

2025年１月31日関東財務局長に提出

2022年８月25日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

　

2025年12月23日

株式会社イメージワン

取締役会　御中

フロンティア監査法人

 東京都品川区
 

指 定 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 藤井　幸雄  

指 定 社 員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 酒井　俊輔  

 

 

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社イメージワンの2024年10月１日から2025年９月30日までの第42期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細

表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社イメージワンの2025年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
強調事項

重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は2025年11月21日の取締役会において、2025年12月23日

開催の第42回定時株主総会に、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分について付議することを決議し、

同定時株主総会で承認可決された。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
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監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい

て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 
継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断の妥当性の評価

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

「第２ 事業の状況 ３事業等のリスク （9）継続企業
の前提に関する重要事象等」に記載のとおり、株式会社
イメージワン(以下「会社」)は、2019年９月期以降、営
業損失を計上する状況が続いている。当事業年度におい
ても営業損失、当期純損失を計上していることから、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況が存在している。
これらの状況を踏まえ、経営者は、当該事象又は状況
を解消するための対応策として、主に以下の取り組みを
進めることにより、継続企業の前提に関する重要な不確
実性は認められないと判断している。
1. 安定的な収益力の向上
① 新規事業の安定的な収益基盤の構築
② 既存事業の収益力の向上
③ 不採算事業の選別、事業性の判断
2. 健全な財務基盤の構築
① 積極的な資金調達
② 販売費及び一般管理費の見直しによる経費削減
継続企業の前提に関する経営者の評価は、経営者が継
続企業を前提として財務諸表を作成することに関する当
監査法人の重要な検討対象である。特に、会社が継続企
業の前提に関する重要な不確実性が認められるかどうか
を判断するために利用している資金計画は、経営者の主
観的な判断や、将来の予測に基づき作成されるため、そ
の計画通りに進捗しないリスクが存在する。そのため、
継続企業の評価に関連する経営者の対応策が、継続企業
の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を
解消し、又は改善するものであるかどうか、及びその実
行可能性を監査上の主要な検討事項とした。

当監査法人は、継続企業の評価に関連する経営者の対
応策が、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよう
な事象又は状況を解消し、又は改善するものであるかど
うか、及びその実行可能性を検討するため、主として以
下の監査手続を実施した。
・継続企業の前提の評価に関連する対応策について、
経営者への質問を行った。

・資金計画の前提となる基礎データの信頼性を検討す
るため、取締役会で承認された事業計画との整合性
を確認し、当該事業計画及び資金計画の実行可能
性、並びにこれらの仮定の合理性について経営者へ
質問等を実施した。

・過去の事業計画及び資金計画と実績の乖離状況を把
握して、会社が作成した事業計画及び資金計画の精
度・信頼性を評価した。

・会社が作成した事業計画及び資金計画に、会社の見
積以上の負荷を加えた検討を行うストレステストを
行った。

・経営者が継続企業の前提に関する評価を行った日の
後に入手可能となった追加的な事実又は情報が無い
か検討を行った。

 

 
メディカルシステム分野における収益認識の妥当性（売上高の実在性及び正確性並びに期間配分の適切性）

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、ヘルスケアソリューション事業において、主
に「PACS」の販売及び保守等を行う「メディカルシステ
ム分野」及び主に医療商材の仕入販売等を行う「メディ
カルサプライ分野」、地球環境ソリューション事業にお
いて主に太陽光発電所の仕入販売等を行う「エネルギー
分野」、三次元画像処理ソフトウェアの販売等を行う
「GEOソリューション分野」等を成長戦略の柱としてい
る。このため、当該事業の業績の良否が経営者及び投資
家にとって最大の関心事になると想定される。
当事業年度の売上高は、「メディカルシステム分野」
における「PACS」等の販売が大部分を占めている。これ
らの販売取引は、処理される取引件数は膨大ではないも
のの、少数の大口顧客に対する取引金額が収益計上額の
全体に比べて多額となっている。
会社は重要な経営指標の一つとして売上高を掲げてい
ることから、「メディカルシステム分野」の売上高は経
営者及び財務諸表利用者にとって重要な経営指標であ
る。
以上より、当監査法人は当該事業に係る売上高の実在
性、正確性、期間配分の適切性は監査上、慎重な検討が
必要であるため、特に重要であり監査上の主要な検討事
項に該当するものと判断した。

当監査法人は、「メディカルシステム分野」における
売上認識の適切性を検証するため、主に以下の監査手続
を実施した。
 
(1）内部統制の評価
売上計上の要否判定に係る重要な虚偽表示リスクに対
応するための内部統制を理解し、その整備・運用状況の
有効性を評価した。
 
(2）当該事業における売上高の実在性・正確性につい
ての検討
・当該事業における売上取引のうち更新及び導入作業
について、請求書、検収書、入金証憑等の関連証憑
と突合を実施することで取引の実在性を確認した。

・当該事業における売上債権について金額的重要性に
基づきサンプルを抽出し、取引先への残高確認手続
の実施及び差異分析を実施した。
 
・取引が適切な時期に計上されていることを確認する
ため、期末日前後の取引について証票突合を実施し
た。
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その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営

者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告

プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 
財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結

論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外

事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい

るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計

事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監

査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されてい

る場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合

理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 
＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社イメージワンの2025

年９月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社イメージワンが2025年９月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記

の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、

財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統

制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人

の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、

また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手したと判断している。

 
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 
内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに

ある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び

適用される。

・　財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内

部統制報告書の表示を検討する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人

は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責

任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別し

た内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につい

て報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
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＜報酬関連情報＞

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、当事業年度の会社の監査証明業務に基づく報

酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等（３）【監

査の状況】に記載されている。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 
 

(注) １　上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

２　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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